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三
つ
の
国
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つ
の
選
択

　

神
田
眞
人
氏
（
元
財
務
官
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）
総
裁
）
の
監
修
に
よ
る
「O

ECD

　

Corporate Governance 

Factbook 2021

」
の
邦
訳
書
に
は
、「
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

と
共
に
日
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
ら
三
つ
の
国
の
株
式
会
社
の
統
治
機
構
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。



96

法学研究 99 巻 1 号（2026：1）
　
「
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
三
つ
の
選
択
肢
を
認
め
、
主
に
監
査
（audit

）
を
目
的
と
し
た
追
加
の
法
定
機
関
を
設
け

た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
監
査
役
会
を
設
置
し
た
伝
統
的
な
モ
デ
ル
に
加
え
て
、

一
層
制
又
は
二
層
制
の
シ
ス
テ
ム
に
類
似
し
た
モ
デ
ル
を
確
立
し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
会
社
法
が
改
正
さ
れ
、
監

査
役
会
設
置
会
社
や
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
加
え
て
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
と
い
う
新
し
い
タ
イ
プ
の
取
締
役
会
構
造
が

導
入
さ
れ
た
」（

（
（

。

　

右
の
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
」
な
制
度
と
い
う
形
容
詞
は
、
統
治
機
構
に
つ
い
て
三
つ
の
選
択
肢
を
認
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
に
つ

い
て
固
有
の
監
査
機
関
の
設
置
を
法
的
に
義
務
づ
け
て
い
る
点
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

イ
タ
リ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、
三
つ
の
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
、
⑴
取
締
役
会
と
横
並
び
に
監
査
役
会
を
設
置
す
る
伝
統
的
な
い

し
古
典
的
な
モ
デ
ル
、
⑵
取
締
役
会
の
内
部
に
「
監
査
委
員
会
」
を
設
置
す
る
英
米
の
一
層
制
に
類
似
し
た
モ
デ
ル
、
⑶
「
監
査
役

会
」
の
下
に
取
締
役
会
を
置
く
ド
イ
ツ
の
二
層
制
に
類
似
し
た
モ
デ
ル
を
用
意
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
に
は
、
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
に
加
え
て
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
、
お
よ
び
、
監
査
等
委
員
会
設

置
会
社
の
三
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
右
の
「Factbook
」
に
は
、
後
二
者
に
つ
い
て
一
層
制
ま
た
は
二
層
制
に
類
似
す
る
と
い
う

コ
メ
ン
ト
は
な
い
が
、
取
締
役
会
の
中
に
委
員
会
（com

m
ittee

）
を
置
く
一
種
の
一
層
制
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
）、
あ
る
い
は

一
層
制
に
な
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
モ
デ
ル
（
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
）
で
あ
っ
て
、
監
督
と
執
行
の
メ
ン
バ
ー
を
完
全
に
分
離

す
る
ド
イ
ツ
型
の
二
層
制
と
は
異
な
っ
て
い
る（

（
（

。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
監
査
役
会
を
設
置
す
る
モ
デ
ル
は
こ
れ
ら
三
つ
の
国
に
共
通
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は

こ
れ
を
「
伝
統
型
」（
あ
る
い
は
「
古
典
型
」）
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
特
に
そ
の
よ
う
な
呼
び
方
を
し
て
い
な
い
だ
け
で

あ
る
。
だ
が
、
日
本
で
最
も
古
い
モ
デ
ル
は
監
査
役
（
会
）
設
置
型
で
あ
る
か
ら（

（
（

、
こ
れ
を
「
伝
統
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
誤
り
で
は
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な
い
。

　

そ
こ
で
、
三
つ
の
国
の
監
査
役
会
を
設
置
す
る
「
伝
統
型
」
に
、
一
層
制
と
も
二
層
制
と
も
異
な
る
顕
著
な
共
通
の
特
徴
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
三
つ
の
国
は
「
第
三
の
モ
デ
ル
」
を
伝
統
と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
い
う
括
り
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
日
本
の
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
が
、
英
米
式
の
一
層
制
と
も
ド
イ
ツ
式
の
二
層
制（

（
（

と
も
異
な
る
特
異
性
を
も
つ
こ
と

は
現
在
で
は
共
通
の
理
解
で
あ
る（

（
（

が
、「
監
査
役
制
度
は
日
本
で
独
自
に
発
展
し
て
き
た
制
度
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
一
部
の
国
を
除

け
ば
類
似
の
制
度
を
有
す
る
国
は
な
い
」（

（
（

と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
日
本
特
殊
論
」
が
広
が
っ
て
い
る
た
め
か
、
世

界
に
類
似
の
制
度
が
存
在
す
る
の
か
、
存
在
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
比
較
法
的
に
探
究
し

た
研
究
は
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
監
査
役
（
会
）
に
類
似
し
た
機
関
を
置
く
諸
国
の

統
治
機
構
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
比
較
法
的
な
日
本
法
の
特
色
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
一
定
の
意
義
を
有
す
る
で

あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
三
つ
の
国
が
「
伝
統
型
」
の
変
革
を
企
図
し
た
新
型
の
統
治
機
構
も
ま
た
、

多
か
れ
少
な
か
れ
「
伝
統
型
」
の
影
響
の
下
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
で
上
場
会
社
の
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
監
査
等
委
員
会

設
置
会
社
に
つ
い
て
、「
監
査
等
委
員
は
取
締
役
会
に
お
け
る
議
決
権
の
認
め
ら
れ
た
監
査
役
で
あ
る
」（

（
（

と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
伝
統
型
」
で
あ
る
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
の
影
響
が
強
く
及
ん
で
い
る（

（
（

。
も
し
三
カ
国
で
お
の
お
の
一
層
制
に
類
似
な
い
し
一

層
制
を
指
向
す
る
統
治
機
構
も
「
伝
統
型
」
の
影
響
か
ら
自
由
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
日
本
の
統
治
機
構
改
革

の
方
向
性
に
つ
い
て
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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二　

米
国
上
場
基
準
と
「
伝
統
型
」
の
関
係

　

も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
持
ち
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
根
本
的
な
疑
問
が
あ
り
う
る
。
と
い
う
の
は
、
世
界
に
日
本

の
監
査
役
（
会
）
制
度
に
近
い
統
治
機
構
の
タ
イ
プ
が
存
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
海
外
投
資
家
か
ら
み
た
日
本
の
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
問
題
点
の
解
決
に
資
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
せ
よ
、
そ
れ
以
外
の
国
に
せ
よ
、
一
層
制
ま
た
は
二

層
制
の
下
で
独
立
性
の
高
い
取
締
役
会
・
社
外
取
締
役
が
、
業
務
執
行
者
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
評
価
を
行
う
機
関
構
成
で
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
と
い
う
評
価
が
あ
る
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。

　

海
外
投
資
家
が
監
査
役
制
度
に
つ
い
て
、
経
営
陣
か
ら
の
独
立
性
に
欠
け
て
お
り
、
業
務
執
行
者
の
人
事
権
が
な
い
こ
と
か
ら
監

督
の
実
効
性
に
乏
し
く
、
法
令
違
反
に
対
応
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー
か
、
せ
い
ぜ
い
助
言
者
に
留
ま
る
と
い
う
厳

し
い
見
方
を
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
事
実
で
あ
る（

（1
（

。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
九
〇
年
代
か
ら
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
改
革
」
に
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
割
か
れ
て
今
日
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

　

米
国
証
券
市
場
の
上
場
基
準
と
し
て
も
、
二
〇
〇
二
年
サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（Sarbanes-O

xley A
ct of 2002

）
制
定

以
後
、
原
則
と
し
て
独
立
性
の
要
件
を
満
た
し
た
監
査
委
員
会
（audit com

m
ittee

）
の
設
置
が
要
求
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
れ
が
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
世
界
的
な
標
準
と
目
さ
れ
る
統
治
機
構
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
で
は
、
二
〇
〇
三
年
以
来
、
期

限
を
定
め
な
い
例
外
措
置
と
し
て
、
外
国
民
間
発
行
者
（foreign private issuer

）
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
の
も
と
に
独
立
性
の
あ

る
監
査
委
員
会
の
設
置
を
免
除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（17� CFR§240.10A

-3

（c

）（3�

））。
一
定
の
要
件
を
満
た
す
監
査
役

会
（
も
し
く
は
類
似
の
機
関
）（board of auditors

（
（1
（

 

（or sim
ilar body

））
又
は
法
定
監
査
役
（statutory auditors

）
の
設
置
に
よ
る

代
替
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
例
外
措
置
に
も
と
づ
い
て
、
日
本
の
監
査
役
会
設
置
会
社
が
米
国
市
場
に
上
場
し
て
い

る
例
も
あ
り（

（1
（

、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
「
伝
統
型
」
で
あ
る
監
査
役
会
設
置
会
社
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
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て
、
一
層
制
の
採
用
が
海
外
投
資
家
の
理
解
を
得
る
た
め
の
望
ま
し
い
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
過
去
二
〇
年
以
上
、

そ
れ
が
絶
対
的
な
条
件
と
ま
で
は
い
い
づ
ら
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
で
例
外
措
置
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
日
本
の
政
府
・
団
体
・
企
業
関
係
者
の
「
働
き
か
け
」
の

努
力

（
（1
（1
（1
（

と
、
こ
れ
に
対
す
る
米
国
側
の
市
場
運
営
の
た
め
の
妥
協
的
態
度
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
投
資

対
象
と
し
て
の
上
場
会
社
の
統
治
機
構
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
絶
対
の
基
準
と
い
え
る
ほ
ど
も
の
は
な
く
、
ロ
ビ
イ
ン
グ
で
妥
協
を

引
き
出
せ
る
程
度
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
例
外
扱
い
は
、
日
本
サ
イ
ド
で
何
も
し
な
く
て
よ
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
の
上

場
会
社
で
、
独
立
取
締
役
の
導
入
が
始
ま
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
九
年
末
の
東
証
の
有
価
証
券
上
場
規
程
が
「
一
般
株
主
保
護
の
た
め
、

独
立
役
員
（
一
般
株
主
と
利
益
相
反
が
生
じ
る
お
そ
れ
の
な
い
社
外
取
締
役
又
は
社
外
監
査
役
）
を
一
名
以
上
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
上
場
規
程
四
三
六
条
の
二
第
一
項
）
と
定
め
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。

　

二
〇
一
四
年
に
は
、
右
に
加
え
て
、
監
査
役
会
設
置
会
社
で
あ
る
上
場
会
社
の
取
締
役
で
あ
る
独
立
役
員
の
一
名
以
上
の
確
保
を

努
力
義
務
化
し
（
上
場
規
程
四
四
五
条
の
四
）、
同
年
の
会
社
法
改
正
で
は
、
社
外
性
の
要
件
（
会
二
条
一
五
号
・
一
六
号
。
た
だ
し
、

上
場
規
程
・
同
施
行
規
則
の
独
立
役
員
の
要
件
の
ほ
う
が
主
要
取
引
先
の
業
務
執
行
者
、
会
社
か
ら
多
額
の
報
酬
を
得
て
い
る
専
門
家
な
ど
を

除
外
す
る
点
で
厳
格
で
あ
る
）
の
改
正
と
、
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
創
設
と
と
も
に
、
監
査
役
会
設
置
会
社
で
あ
る
上
場
会
社

が
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
に
は
、
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
、
社
外
取
締
役
を
置
く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
説
明

す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
（
会
三
二
七
条
の
二
。
二
〇
一
九
年
会
社
法
改
正
で
一
名
以
上
の
選
任
を
義
務
化
）。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
五
年
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
有
価
証
券
上
場
規
程
の
別
添
）
で
少
な
く
と
も
独
立
社
外
役
員

を
二
名
以
上
、「
三
分
の
一
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
上
場
会
社
は
、
上
記
に
か
か
わ
ら
ず
、

十
分
な
人
数
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
べ
き
で
あ
る
」（
原
則
四
―

八
）
と
政
策
的
に
誘
導
し
、
実
施
し
な
い
場
合
に
は
そ
の
理
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由
の
説
明
を
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
」
で
開
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
（
上
場
規
程
四
一
九
条
・
四
三
六
条
の
三
）、

二
〇
二
一
年
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
、
プ
ラ
イ
ム
市
場
上
場
会
社
は
、「
独
立
社
外
取
締
役
を
少
な
く
と
も

三
分
の
一
以
上
（
そ
の
他
の
市
場
の
上
場
会
社
に
お
い
て
は
二
名
）、
必
要
と
考
え
る
場
合
に
は
過
半
数
」
と
「
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・

エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
」
方
式
な
が
ら
、
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
た
（
原
則
四
―

八
）。

　

監
査
役
会
設
置
会
社
に
留
ま
る
こ
と
は
、
監
査
役
会
内
部
の
半
数
以
上
の
社
外
監
査
役
に
加
え
（
会
三
三
五
条
三
項
）、
取
締
役
会

内
部
で
も
独
立
社
外
取
締
役
の
増
員
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る（

（1
（

。
監
査
役
会
設
置
会
社
か
ら
監
査
等
委
員
会
設
置

会
社
へ
の
移
行
が
進
み
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
二
二
年
に
か
け
て
、
旧
東
証
一
部
上
場
会
社
・
プ
ラ
イ
ム
上
場
会
社
で
三
分
の
一

以
上
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
会
社
が
激
増
し
た
（
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
九
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
増
加
）。
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

市
場
、
グ
ロ
ー
ス
市
場
で
も
、
三
分
の
一
以
上
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
す
る
会
社
が
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
内
外
に
達
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
日
本
で
も
政
策
的
誘
導
の
結
果
、
米
国
上
場
基
準
に
親
和
性
の
高
い
上
場
会
社
が
増
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
監
査
役

会
設
置
会
社
の
上
場
会
社
も
、
な
お
半
数
を
越
え
て
お
り
存
在
感
を
失
っ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
監
査
役
会
設
置
会
社
に
近
い
「
伝
統
型
」
を
有
す
る
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ

と
に
し
よ
う
。

三　

イ
タ
リ
ア
の
「
伝
統
型
」、
二
層
制
、
一
層
制

　

二
〇
〇
三
年
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
「
上
場
会
社
に
お
け
る
監
査
委
員
会
の
独
立
性
」
に
関
す
る
リ
リ
ー
ス
で
は
、
取
締
役
会
と
分
離
さ
れ

た
監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
（board of auditors or sim

ilar body
）、
ま
た
は
法
定
監
査
役
の
グ
ル
ー
プ
（groups of 

statutory auditors

）
に
よ
る
監
査
役
の
監
視
（auditor oversight

）
を
規
定
す
る
例
と
し
て
、
日
本
の
監
査
役
会
と
並
ん
で
、
イ
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タ
リ
ア
の
株
式
会
社
（società per azioni

）
の
「
伝
統
型
」
で
あ
る
監
査
役
会
（collegio sindicale

）
を
設
置
す
る
タ
イ
プ
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
ま
さ
に
「O

ECD
 Factbook

」
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
と
同
様
で
あ
る
。

　

イ
タ
リ
ア
の
「
伝
統
型
」
の
監
査
役
会
制
度
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
る
紹
介（

（2
（

の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
立
法
過
程
の
中
で
参
照

さ
れ
た
こ
と
が
あ
り（

（2
（

、
日
本
の
監
査
役
制
度
と
の
類
似
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が（

（2
（

、
一
般
的
に
日
本
で
比
較
対
照
さ
れ
る
イ

ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
監
査
制
度
に
比
べ
て
イ
タ
リ
ア
へ
の
関
心
が
高
い
と
は
い
い
が
た
い（

（2
（

。
そ
の
反
面
、

イ
タ
リ
ア
で
は
、
自
国
の
「
伝
統
型
」
が
日
本
の
監
査
役
制
度
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
つ
ま
り
は
日
伊
の
間

で
、
相
互
的
で
あ
る
よ
り
は
、
ほ
ぼ
一
方
的
・
跛
行
的
な
関
心
の
持
た
れ
方
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
二
〇
〇
三

年
の
ヴ
ィ
エ
ッ
テ
ィ
改
革
（La riform

a V
ietti

）（
（2
（

を
経
た
イ
タ
リ
ア
の
三
つ
の
企
業
統
治
の
選
択
肢
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る（

（2
（

。

Ⅰ　

伝
統
型
（m

odello tradizionale
）

（
一
）
総
　
説

　

監
査
役
会
（collegio sidacale

）
は
、「
伝
統
型
」
の
会
社
に
お
い
て
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
取
締
役
に
よ
る
法
令
・
定

款
の
遵
守
を
監
視
す
る
機
関
で
あ
る
。
一
八
八
二
年
の
イ
タ
リ
ア
旧
商
法
に
遡
る
沿
革
を
有
し（

（2
（

、
会
社
法
改
革
前
に
は
唯
一
の
機
関

構
造
で
あ
っ
た
。
現
在
の
民
法（

（2
（

で
も
、
定
款
で
二
層
制
ま
た
は
一
層
制
を
選
択
し
な
い
場
合
の
原
則
的
な
機
関
構
成
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
（
民
二
三
八
〇
条
）。
定
款
自
治
に
よ
り
二
層
制
お
よ
び
一
層
制
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
則
（
二
層
制

は
、
民
二
四
〇
九
条
の
八
か
ら
二
四
〇
九
条
の
一
五
ま
で
、
一
層
制
は
、
民
二
四
〇
九
条
の
一
六
か
ら
二
四
〇
九
条
の
一
九
ま
で
）
が
適
用

さ
れ
る（

（2
（

。

　

株
主
総
会
（assem

blea dei soci

）
は
、
業
務
執
行
者
で
あ
る
一
人
ま
た
は
複
数
の
取
締
役
（am

m
inistratori

）（
（3
（

お
よ
び
監
査
役

を
選
任
・
解
任
し
、
そ
の
報
酬
に
つ
い
て
決
議
す
る
。
ま
た
、
増
資
、
減
資
、
組
織
変
更
、
合
併
、
解
散
等
の
特
別
決
議
を
な
し
、
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事
業
年
度
の
計
算
書
類
を
承
認
す
る
（
民
二
三
六
四
条
）。
こ
れ
は
「
伝
統
型
」
が
株
主
総
会
を
中
心
と
す
る
構
造
を
採
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

（
二
）
選
任
・
終
任

　

設
立
時
の
監
査
役
は
、
原
始
定
款
で
指
名
さ
れ
る
。
設
立
後
の
選
任
は
、
定
時
株
主
総
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
（
民
二
四
〇
〇
条

一
項
）。
取
締
役
の
選
任
と
同
様
、
決
議
を
な
す
た
め
の
要
件
の
緩
和
が
適
用
さ
れ
る
（
民
二
三
六
八
条
一
項
三
文
）。
上
場
会
社
で
は
、

株
主
の
少
数
派
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
（
金
融
統
一
法
（T

esto U
nico della Finanza: T

U
F

）
一
四
八
条
）（

（3
（

。

　

監
査
役
会
は
、
株
主
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
三
人
ま
た
は
五
人
の
正
監
査
役
（sindaci effettivi

）
お
よ
び
二
人
の
補
欠

監
査
役
（sindaci supplenti
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
民
二
三
九
七
条
一
項
。
上
場
会
社
で
は
、
三
人
の
正
監
査
役
及
び
二
人
の
補
欠
監

査
役
の
選
任
が
必
要
で
あ
る
。
金
融
統
一
法
一
四
八
条
一
項
）。

　

二
〇
〇
四
年
の
会
社
法
改
革
ま
で
、
監
査
役
の
資
格
は
、
公
認
会
計
士
（registro dei revisori contabili

）
と
し
て
公
的
に
登
録

さ
れ
て
い
る
者
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
公
認
会
計
士
に
よ
る
職
業
的
独
占
は
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
、

一
人
の
正
監
査
役
お
よ
び
一
人
の
補
欠
監
査
役
は
、
公
認
会
計
士
（revisore contabile

）
と
し
て
登
録
さ
れ
た
者
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

そ
の
他
の
監
査
役
は
、
公
認
会
計
士
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
と
き
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
職
業
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

の
中
か
ら
選
任
す
る
か
、
ま
た
は
、
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
経
済
学
ま
た
は
法
律
学
の
正
教
授
の
中
か
ら
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
民
二
三
九
七
条
二
項
）。

　

監
査
役
の
欠
格
事
由
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
の
欠
格
事
由
（
民
二
三
八
二
条
）
よ
り
厳
格
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
者
が
排
除
さ
れ
る

（
民
二
三
九
九
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
血
族
も
し
く
は
姻
族
、
ま
た
、
会
社
が
支
配
す
る
会
社
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（
子
会
社
）、
会
社
を
支
配
す
る
会
社
（
親
会
社
）、
ま
た
は
共
同
の
支
配
下
に
あ
る
会
社
と
の
間
で
、
雇
用
関
係
、
継
続
的
な
顧
問
関

係
、
有
償
の
業
務
提
供
関
係
、
ま
た
は
そ
の
独
立
性
を
損
な
う
そ
の
他
の
経
済
的
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
者
で
あ
る
。

　

監
査
役
の
報
酬
は
、
定
款
ま
た
は
選
任
に
係
る
株
主
総
会
決
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
（
民
二
四
〇
二
条
）。
監
査
役
の
任
期
は
、

三
年
と
さ
れ
て
お
り
（
民
二
四
〇
〇
条
一
項
）、
任
期
中
の
解
任
は
、
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
、
ま
た
、
解
任
が
有
効
で

あ
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
の
決
定
に
よ
る
許
可
が
必
要
で
あ
る
（
同
条
二
項
）。

　

監
査
役
の
退
任
事
由
は
、
死
亡
、
解
任
（revoca

）、
辞
任
（rinuncia

）
お
よ
び
失
格
（decadenza

）（
民
二
四
〇
一
条
、
二
三
九

九
条
二
項
（
公
認
会
計
士
の
登
録
抹
消
、
職
業
的
資
格
の
喪
失
）、
二
四
〇
四
条
二
項
（
一
年
度
に
監
査
役
会
を
二
回
欠
席
）、
二
四
〇
五
条
二

項
（
正
当
な
理
由
な
く
一
年
度
に
二
回
連
続
し
て
取
締
役
会
・
執
行
役
会
を
欠
席
）、
金
融
統
一
法
一
四
八
条
四
項
の
四
、
一
四
九
条
二
項

（
正
当
な
理
由
な
く
一
年
度
に
取
締
役
会
・
執
行
役
会
を
二
回
欠
席
））
で
あ
る
。

（
三
）
業
務
執
行
の
監
視

　

監
査
役
会
の
基
本
的
な
職
務
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
四
年
の
会
社
法
改
革
の
目
玉
と
し
て
新
た
に
文
言
が
追
加
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

従
来
か
ら
の
法
令
・
定
款
の
遵
守
に
加
え
て
、「
適
正
な
経
営
の
原
則
」（principi di corretta am

m
inistrazione

）
の
遵
守
、
特
に

会
社
が
採
用
し
た
組
織
、
管
理
お
よ
び
会
計
の
体
制
の
妥
当
性
お
よ
び
そ
の
具
体
的
な
運
用
に
つ
き
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

定
め
た
点
で
あ
る
（
民
二
四
〇
三
条
一
項
）。
こ
の
よ
う
な
職
務
は
、
監
査
役
会
が
株
主
総
会
の
補
助
機
関
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま

た
、
間
接
的
な
少
数
株
主
の
補
助
機
関
で
も
あ
る
点
に
も
と
づ
く
も
の
と
説
か
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

そ
の
一
方
、
決
算
の
検
査
に
つ
い
て
は
、
公
認
会
計
士
（revisore legale
）
ま
た
は
監
査
法
人
（società di revisione legale

）

の
職
務
で
あ
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
二
第
一
項
）。
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
の
監
査
役
会
の
基
本
的
な
職
務
は
、
日
本
式
に
い
え
ば
右
の

「
業
務
監
査
」
に
限
ら
れ
て
お
り
、
決
算
の
検
査
は
職
務
の
範
囲
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
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も
っ
と
も
、
単
体
の
決
算
の
み
で
連
結
決
算
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
会
社
（
上
場
・
非
上
場
を
問
わ
な
い
）
で
は
、
定
款
の
定

め
に
よ
り
、
決
算
の
検
査
を
監
査
役
会
の
職
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
監
査
役
会
は
、
公
認
会
計
士
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
二
四
〇
九
条
の
二
第
二
項
（
二
〇
一
〇
年
改
正
）、
二
四
〇
三
条
二
項
）。

　

監
査
役
会
が
、
業
務
執
行
の
監
視
を
行
う
た
め
に
は
広
く
情
報
を
収
集
し
、
閲
覧
す
る
権
利
が
あ
り
、
各
監
査
役
（sindaci

）
は

い
つ
で
も
単
独
で
調
査
（ispezione

）
お
よ
び
検
査
（controllo

）
を
行
う
こ
と
が
で
き
（
民
二
四
〇
三
条
の
二
第
一
項
）、
子
会
社
に

つ
い
て
も
業
務
の
進
捗
状
況
や
特
定
の
事
業
に
つ
い
て
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
二
項
）（

（3
（

。
監
査
役
は
取
締
役
会
、

お
よ
び
業
務
執
行
取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
執
行
委
員
会
（com

itato esecutivo

）（
民
二
三
八
一
条
二
項
）
に
出
席
す
る
権
利
と
義
務

を
有
す
る
（
民
二
四
〇
五
条
一
項
）。

　

上
場
株
式
会
社
の
監
査
役
会
の
監
査
権
限
は
、
さ
ら
に
広
い
（
金
融
統
一
法
一
四
九
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
法
令
・
定
款
、
適
正

な
経
営
の
原
則
の
遵
守
に
加
え
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
管
理
会
計
シ
ス
テ
ム
の
適
切
性
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
（
最
新
版
は
二
〇
二
〇
年
版
）
を
コ
ン
プ
ラ
イ
し
て
い
る
と
宣
言
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
具
体
的
な
実
施
方
法
、
子
会
社
に

対
し
て
Ｅ
Ｕ
規
則
上
の
情
報
開
示
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
に
与
え
た
指
示
の
適
正
性
に
つ
い
て
監
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
の
会
社
機
関
が
機
能
し
な
い
一
定
の
場
合
に
は
、
監
査
役
会
が
そ
の
機
能
を
担
う
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
が
任
務
を
懈
怠
す
る

と
き
は
、
監
査
役
会
は
、
株
主
総
会
を
招
集
し
、
か
つ
、
法
律
に
定
め
る
公
告
を
行
う
義
務
を
負
う
（
民
二
四
〇
六
条
一
項
）。
ま
た
、

取
締
役
に
重
大
な
不
正
の
事
実
が
あ
り
、
か
つ
緊
急
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
取
締
役
会
議
長
に
通
知
し
た
上
で

臨
時
株
主
総
会
を
招
集
す
る
権
限
が
あ
る
（
同
条
二
項
）（

（3
（

。

　

さ
ら
に
、
違
法
な
自
己
株
式
・
親
会
社
株
式
の
取
得
（
民
二
三
五
七
条
四
項
、
二
三
五
九
条
の
三
第
二
項
）、
損
失
の
発
生
に
よ
る
資

本
減
少
（
民
二
四
四
六
条
二
項
）
の
場
合
に
は
、
監
査
役
会
は
、
職
務
上
、
裁
判
所
に
資
本
減
少
を
申
し
立
て
る
。

　

監
査
役
会
の
活
動
を
補
助
す
る
た
め
に
、
取
締
役
の
辞
任
（
民
二
三
八
五
条
）、
ま
た
取
締
役
の
義
務
違
反
（
民
二
三
九
二
条
三
項
）
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の
場
合
に
、
取
締
役
の
監
査
役
会
に
対
す
る
通
知
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
上
場
株
式
会
社
に
は
、
取
締
役
が
監
査
役
会
に
四
半
期
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
を
負
い
（
金
融
統
一
法
一
五
〇
条

一
項
）、
監
査
役
会
の
側
で
は
、
不
正
を
発
見
し
た
と
き
は
、
証
券
取
引
委
員
会
（Com

m
issione N

azionale per le Società e la 

Borsa: CO
N

SO
B

）
に
資
料
を
提
出
し
て
報
告
す
る
義
務
が
あ
る
（
金
融
統
一
法
一
四
九
条
三
項
）。

（
四
）
責
　
任

　

監
査
役
は
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
求
め
ら
れ
る
専
門
性
と
勤
勉
さ
を
も
っ
て
そ
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
証
明

（attestazioni

）
の
真
実
性
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
、
秘
密
保
持
の
義
務
を
負
う
（
民
二
四
〇
七
条
一
項
）。
こ
の
点
で
、
監
査
役
は
、

受
任
者
と
し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
う
（
民
一
七
一
〇
条
一
項
。
な
お
、
虚
偽
記
載
の
罰
則
二
六
二
一
条
、
二
六
二
二
条
）。

　

二
〇
二
五
年
の
改
正
前
ま
で
は
、
監
査
役
は
、
そ
の
職
務
上
の
義
務
に
従
っ
て
監
査
を
行
っ
て
い
た
な
ら
ば
発
生
し
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
損
害
に
つ
い
て
、
取
締
役
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
（
民
二
四
〇
七
条
二
項
）
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が（

（3
（

、
右
の
規
定
は
、

責
任
が
厳
格
に
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
に
よ
り
削
除
さ
れ
、
改
正
法
で
過
失
責
任
化
お
よ
び
賠
償
上
限
額
の
制
限
が
な
さ
れ
た（

（3
（

。

Ⅱ　

ド
イ
ツ
型
二
層
制
（m

odello dualistico

）

　

株
主
は
、
定
款
の
定
め
に
も
と
づ
き
、
伝
統
型
に
代
え
て
、
ド
イ
ツ
法
を
モ
デ
ル
と
す
る
法
律
上
い
わ
ゆ
る
「
二
層
制
」
を
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
八
か
ら
二
四
〇
九
条
の
一
五
ま
で
）。
二
層
制
は
株
主
総
会
の
権
限
が
伝
統
型
に
比
べ
て
小
さ

く
（
民
二
三
六
四
条
の
二
）、
そ
の
反
面
で
、
監
査
役
会
（consiglio di sorveglianza

）（
（3
（

の
権
限
の
強
さ
が
特
徴
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

イ
タ
リ
ア
の
二
層
制
の
監
査
役
会
に
は
、
ド
イ
ツ
の
共
同
決
定
法
（M

itbestim
m

ungsgesetz

）
が
適
用
さ
れ
る
企
業
と
は
異
な
り
、

従
業
員
代
表
は
含
ま
れ
な
い
（
従
業
員
代
表
な
し
の
二
層
制
）。
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会
社
の
経
営
は
、
任
期
三
年
の
二
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
執
行
役
会
（consiglio di gestione

）
の
み
が
担
う
（
民
二

四
〇
九
条
の
九
第
一
項
・
二
項
）。
執
行
役
会
に
は
、「
伝
統
型
」
の
取
締
役
会
の
義
務
・
責
任
、
代
表
権
な
ど
の
規
定
が
準
用
さ
れ

る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
一
）。

　

株
主
総
会
は
、
原
則
と
し
て
、
執
行
役
会
の
メ
ン
バ
ー
の
選
任
と
解
任
に
直
接
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
定
款
で
定
め
る

監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
三
人
以
上
を
任
期
三
年
で
選
任
す
る
だ
け
で
あ
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
二
第
一
項
・
二
項
・
三
項
）。
監
査
役

会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
は
公
認
会
計
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
同
条
四
項
）、
執
行
役
会
の
メ
ン
バ
ー
を
兼
任
す

る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
（
民
二
四
〇
九
条
の
九
第
四
項
、
二
四
〇
九
条
の
一
二
第
一
〇
項
ｂ
号
）、
会
社
、
子
会
社
お
よ
び
共
同
支
配
下
の

あ
る
会
社
と
利
害
関
係
の
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
二
第
一
〇
項
ｃ
号
）。

　

監
査
役
会
の
側
で
執
行
役
会
の
メ
ン
バ
ー
を
選
任
・
解
任
す
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
三
第
一
項
ａ
号
）。「
伝
統
型
」
の
取
締
役
会

は
監
査
役
会
と
並
列
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
監
査
役
会
の
下
部
の
経
営
組
織
と
し
て
据
え
直
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
事
業
年
度
の

計
算
書
類
の
承
認
も
、
株
主
総
会
で
は
な
く
、
監
査
役
会
の
職
務
で
あ
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
三
第
一
項
ｂ
号
）。

　

監
査
役
会
は
、「
伝
統
型
」
の
監
査
役
会
と
同
様
に
、
法
令
・
定
款
お
よ
び
「
秩
序
あ
る
業
務
執
行
」（principi di 

regolam
entazione

）
に
つ
い
て
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
伝
統
型
」
の
監
査
役
会
の
職
務
に
係
る
民
二
四
〇
三
条
一
項
を
二
四
〇

九
条
の
一
三
第
一
項
ｃ
号
で
準
用
し
て
い
る（

（3
（

）。
し
た
が
っ
て
、
二
層
制
の
監
査
役
会
は
、「
伝
統
型
」
の
監
査
役
会
の
基
本
的
職
務
を

引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
伝
統
型
」
で
は
株
主
総
会
に
帰
属
し
て
い
た
経
営
者
の
人
事
権
、
決
算
の
承
認
な
ど

重
要
な
権
能
を
監
査
役
会
に
帰
属
さ
せ
た
も
の
で
あ
る（

（3
（

。

Ⅲ　

英
米
型
一
層
制
（m

odello m
onistico

）

　

第
三
の
選
択
肢
は
、
英
米
型
の
一
層
制
（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
）（
民
二
四
〇
九
条
の
一
六
か
ら
二
四
〇
九
条
の
一
九
）
で
あ
り
、
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こ
れ
に
は
、「
伝
統
型
」
と
同
様
に
、
取
締
役
会
（consiglio di am

m
inistrazione

）
と
呼
ば
れ
る
経
営
機
関
が
ひ
と
つ
あ
る
だ
け

で
あ
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
七
第
一
項
）。
一
層
制
は
「
伝
統
型
」
と
同
様
に
、
株
主
総
会
に
中
心
的
な
権
限
（
民
二
三
六
四
条
一
項

の
計
算
書
類
の
承
認
権
、
取
締
役
・
監
査
役
の
人
事
権
等
）
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
取
締
役
の
う
ち
三
分
の
一
以
上
は
、
独
立
取
締
役

（am
m

inistratori indipendenti

）
か
ら
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
独
立
性
の
要
件
は
、「
伝
統
型
」
の
監
査
役
の
欠
格
事
由

（
民
二
三
九
九
条
）
が
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
会
社
お
よ
び
そ
の
親
会
社
、
子
会
社
と
経
営
に
関
連
す
る
職
務
を
行
っ
て
い
な
い
だ
け

で
な
く
、
他
の
取
締
役
の
近
親
者
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
事
業
者
団
体
ま
た
は
証
券
市
場
の
自
主
規
制
機
関
が
定

め
る
独
立
性
の
要
件
に
準
拠
す
る
こ
と
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一
七
第
二
項
）。

　

取
締
役
会
の
内
部
に
「
業
務
執
行
監
督
委
員
会
」（com

itato per il controllo sulla gestione

）
を
置
い
て
、
会
社
の
機
関
構
成

が
適
正
か
否
か
、
会
社
の
経
営
お
よ
び
会
計
シ
ス
テ
ム
が
相
当
か
つ
適
正
か
に
つ
い
て
監
視
す
る
。
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限

り
、
取
締
役
会
自
身
が
、
業
務
執
行
監
督
委
員
会
の
員
数
（
三
名
以
上
）
を
決
定
し
、
メ
ン
バ
ー
を
選
任
す
る
（
民
二
四
〇
九
条
の
一

八
第
一
項
）。
委
員
は
独
立
取
締
役
の
う
ち
、
誠
実
性
・
専
門
性
の
要
件
を
満
た
す
者
か
ら
選
任
し
、
メ
ン
バ
ー
の
最
低
一
人
は
、

公
認
会
計
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
・
三
項
）。
業
務
執
行
監
督
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
業
務
執
行
を
担
当
し
て
は
な

ら
ず
、「
執
行
役
会
」（com

itato esecutivo

）（
民
二
四
〇
九
条
の
一
九
が
準
用
す
る
二
三
八
一
条
二
項
）
の
メ
ン
バ
ー
を
兼
任
し
て
は

な
ら
な
い
。

　

イ
タ
リ
ア
の
一
層
制
は
、「
伝
統
型
」
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
が
、「
伝
統
型
」
と
は
異
な
り
、
単
独
の
業
務
執
行
取
締
役
に
経

営
を
委
任
で
き
な
い
点
と
、「
伝
統
型
」
の
監
査
役
会
を
廃
止
し
て
「
業
務
執
行
監
督
委
員
会
」
に
代
え
た
点
に
相
違
が
あ
る
と
さ

れ
る（

（4
（

。



108

法学研究 99 巻 1 号（2026：1）

四　

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
「
伝
統
型
」、
一
層
制
、
二
層
制

　

二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
商
事
会
社
法
（Código das Sociedades Com

erciais: CSC

（
（4
（

）
も
ま
た
、
コ
ー
ポ
レ

ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善
に
よ
る
国
際
競
争
力
の
強
化
を
標
榜
し
、
株
式
会
社
（sociedade anónim

a

）
の
統
治
機
構
の
選
択
肢

を
私
的
自
治
に
も
と
づ
い
て
拡
大
し
た
。
一
九
八
六
年
の
制
定
時
以
来
、「
ラ
テ
ン
型
」
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
型
」
の
二
層
制
を
認
め

て
き
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
あ
ら
た
に
「
英
米
型
」
の
一
層
制
を
導
入
し
た
（
四
二
三
条
の
Ｂ
か
ら
四
二
三
条
の
Ｈ
ま
で
を
追
加
）。

そ
の
背
景
に
は
、
二
層
制
が
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
欧
州
に
お
け
る
会
社
法
の
調
和
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
一
層

制
の
導
入
を
図
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る（

（4
（

。

　

現
在
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
株
式
会
社
の
機
関
構
成
は
、
Ⅰ
「
ラ
テ
ン
型
」、
Ⅱ
「
英
米
型
」、
Ⅲ
「
ド
イ
ツ
型
」
の
三
つ
の
選
択
肢
が

あ
る
（
二
七
八
条
一
項
ａ
号
・
ｂ
号
・
ｃ
号
）（

（4
（

。
商
事
会
社
法
は
こ
の
三
つ
か
ら
選
択
を
行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
株
主
に
よ

る
選
択
が
な
い
場
合
に
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
自
ず
と
「
伝
統
型
」
が
選
択
さ
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
補
完
的
に
適

用
さ
れ
る
モ
デ
ル
は
な
い（

（4
（

。

Ⅰ　
「
ラ
テ
ン
型
」（m
odelo latino

）

（
一
）
総
　
説

　

取
締
役
会
（Conselho de adm

inistração

）（
（4
（

お
よ
び
単
独
の
監
査
役
（fiscal único

）
も
し
く
は
監
査
役
会
（conselho fiscal

）

を
置
く
機
関
構
成
で
あ
る
（
二
七
八
九
条
一
項
ａ
号
）。

　

ポ
ル
ト
ガ
ル
で
最
も
一
般
的
な
株
式
会
社
の
機
関
構
造
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
古
典
型
」（m

odelo clássico

）
と
い
う
呼
称
も
一

般
的
に
使
わ
れ
る（

（4
（

。
日
本
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
と
同
様
に
、
株
主
総
会
が
取
締
役（

（4
（

お
よ
び
監
査
役
を
選
任
す
る
（
三
九
一
条
一
項
、
四
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一
五
条
一
項
）。
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、「
ラ
テ
ン
型
」
が
イ
タ
リ
ア
、
日
本
に
共
通
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。

　
「
ラ
テ
ン
型
」
に
は
、
監
査
役
会
を
選
任
す
る
基
本
的
な
タ
イ
プ
、
お
よ
び
監
査
役
会
に
代
え
て
単
独
の
監
査
役
を
置
く
タ
イ
プ

（
二
七
八
条
二
項
）
の
区
別
が
あ
り
、
こ
れ
に
二
〇
〇
六
年
改
正
で
追
加
さ
れ
た
上
場
会
社
の
た
め
の
「
強
化
型
」
を
加
え
て
、
つ
ぎ

の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

⑴
「
ラ
テ
ン
型
」　

取
締
役
会
、
お
よ
び
、
メ
ン
バ
ー
に
株
主
以
外
の
公
認
会
計
士
ま
た
は
公
認
会
計
士
法
人
を
含
ん
だ
監
査
役

会
（conselho fiscal
）
を
置
く
基
本
型
で
あ
る
（
四
一
三
条
一
項
ａ
号
、
四
一
四
条
二
項
）。

⑵
「
簡
易
ラ
テ
ン
型
」（m

odelo latino sinm
plificado

）（
（4
（

　

取
締
役
会
と
並
ん
で
、
単
独
の
監
査
役
（fiscal único

）
の
み
を
置
く
。

監
査
役
は
株
主
以
外
の
公
認
会
計
士
（revisor oficial de contas

）
ま
た
は
監
査
法
人
（sociedade de revisores oficiais de 

contas

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
一
三
条
一
項
ａ
号
、
四
一
四
条
一
項
）。

⑶
「
強
化
ラ
テ
ン
型
」（m

odelo latino reforçado

）（
（5
（

　

取
締
役
会
、
お
よ
び
監
査
役
会
（
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
を
含
む
か

は
任
意
）
に
加
え
て
、
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
以
外
の
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
法
人
を
置
く
二
重
の
監
査
を
特
徴
と
す
る

（
四
一
三
条
一
項
ｂ
号
・
二
項
、
四
四
六
条
）。

（
二
）
選
任
・
終
任

　

単
独
の
監
査
役（

（5
（

、
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
、
お
よ
び
公
認
会
計
士
・
監
査
法
人
は
株
主
総
会
で
選
任
す
る（

（5
（

。
最
初
の
選
任
は
、
定

款
ま
た
は
設
立
総
会
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
任
期
は
四
年
を
超
え
な
い
期
間
を
定
款
で
定
め
る
が
、
任
期
が
定
め
ら
れ
て

い
な
い
場
合
、
そ
の
任
期
は
四
年
と
み
な
さ
れ
る
（
四
一
五
条
一
項
）。

　

監
査
役
会
の
員
数
は
、
三
人
以
上
の
正
メ
ン
バ
ー
（
正
監
査
役
）
を
定
款
で
定
め
る
（
四
一
三
条
一
項
）。
正
監
査
役
が
三
人
の
と

き
は
一
人
、
四
人
以
上
の
と
き
は
二
名
の
補
欠
監
査
役
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
五
項
）。
報
酬
は
、
監
査
業
務
の
客
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観
性
・
独
立
性
・
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
業
績
の
連
動
は
禁
止
さ
れ（

（5
（

、
常
に
固
定
額
で
あ
る
（
四
二
二
条
の
Ａ
第

一
項
）。
報
酬
額
は
、
株
主
総
会
ま
た
は
株
主
総
会
が
選
任
す
る
報
酬
委
員
会
（com

issão de rem
uneraçõe

）
が
決
定
す
る
（
四
二

二
条
の
Ａ
第
二
項
に
よ
る
三
九
九
条
の
準
用
）。
株
主
総
会
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
、
公
認

会
計
士
、
ま
た
は
単
独
の
監
査
役
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
一
九
条
一
項
）。

　

監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
公
認
会
計
士
ま
た
は
公
認
会
計
士
法
人
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
も
、
弁
護
士

法
人
、
ま
た
は
、
個
人
株
主
で
あ
っ
て
職
務
の
遂
行
に
つ
い
て
適
切
な
資
格
と
専
門
的
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
四
一
四
条
二
項
・
三
項
）。

　
「
簡
易
ラ
テ
ン
型
」
で
は
、
単
独
の
監
査
役
お
よ
び
補
欠
（suplente

）
の
選
任
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
（
四
一
三
条
三
項
）。
い
ず
れ

も
株
主
以
外
の
公
認
会
計
士
・
監
査
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
一
四
条
一
項
）。

　

右
の
要
件
を
欠
く
者
の
選
任
は
無
効
で
あ
る
（
四
一
四
条
の
Ａ
第
三
項
）。
専
門
的
資
格
も
経
験
も
な
い
者
は
監
査
役
か
ら
法
的
に

排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
会
社
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
会
社
の
業
務
執
行
に
関
与
し
、
ま
た
は
取
引
関
係
に
あ
る

者
、
競
業
す
る
企
業
の
関
係
者
お
よ
び
そ
れ
ら
の
一
定
範
囲
の
親
族
、
五
社
以
上
の
役
員
兼
任
者
な
ど
に
も
広
く
欠
格
事
由
が
あ
る

も
の
と
さ
れ
る
（
四
一
四
条
の
Ａ
第
一
項
ａ
号
か
ら
ｊ
号
）。
も
し
任
期
中
に
欠
格
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
選
任
は
失
効
す
る
（
同
条

二
項
）。
少
な
く
と
も
四
半
期
毎
に
開
催
さ
れ
る
監
査
役
会
に
（
四
二
三
条
一
項
）、
正
当
な
理
由
な
く
し
て
事
業
年
度
中
二
回
欠
席

し
、
ま
た
は
、
株
主
総
会
も
し
く
は
二
回
の
取
締
役
会
に
欠
席
し
た
場
合
も
失
効
す
る
（
四
二
二
条
四
項
）。

　
「
ラ
テ
ン
型
」
の
会
社
で
あ
っ
て
、
上
場
会
社
、
お
よ
び
非
上
場
会
社
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
大
規
模
株
式
会
社（

（5
（

に
は
「
強
化

ラ
テ
ン
型
」
が
強
制
さ
れ
る
（
四
一
三
条
二
項
ａ
号
。
そ
の
ほ
か
は
任
意
（
同
項
ｂ
号
））。

　
「
強
化
ラ
テ
ン
型
」
に
は
、
監
査
役
会
に
重
ね
て
、
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
公
認
会
計
士
・
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
が
義
務
づ
け
ら

れ
る
（
四
一
三
条
一
項
ｂ
号
）。
の
み
な
ら
ず
、
監
査
役
会
に
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
適
切
な
高
等
教
育
課
程
を
修
了
し
、
監
査
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（auditoria

）
ま
た
は
会
計
（contabilidade

）
に
関
す
る
知
識
を
有
し
、
か
つ
独
立
性
（independente

）
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
が
一
人

以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
一
四
条
四
項
）。
上
場
会
社
に
つ
い
て
は
、
独
立
性
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
が
過
半
数
を
占
め
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
四
一
四
条
六
項
）。

　

独
立
性
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
会
社
内
で
特
定
の
利
益
を
共
有
す
る
グ
ル
ー
プ
と
関
係
が
な
く
、
⒜
会
社
の
株
式
資
本
の

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
持
分
を
保
有
し
、
ま
た
は
保
有
す
る
者
に
代
わ
っ
て
行
動
し
、
⒝
連
続
か
断
続
的
か
を
問
わ
ず
二
期
以
上
選

任
さ
れ
た
者
の
よ
う
に
、
そ
の
判
断
は
決
定
の
公
平
性
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
状
況
に
な
い
場
合
で
あ
る
（
四
一
四
条
五

項
）。

（
三
）
業
務
執
行
の
監
視

　

監
査
役
会
お
よ
び
単
独
の
監
査
役
の
権
限
は
、
会
社
の
経
営
の
監
査
（fiscalização

）（
四
二
〇
条
一
項
ａ
号
）、
法
令
・
定
款
の
遵

守
の
監
視
（vigilância

）（
ｂ
号
）、
会
計
の
検
査
（verificação

）（
ｃ
号
か
ら
ｆ
号
ま
で
）
お
よ
び
監
査
報
告
書
の
作
成
（
ｇ
号
）
の

ほ
か
、
取
締
役
会
が
開
催
さ
れ
な
い
場
合
の
招
集
権
（
ｈ
号
）、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
場
合
は
そ
の
有
効
性
の
監
査

（fiscalização

）（
ｉ
号
）、
内
部
通
報
の
受
領
（
ｊ
号
）、
監
査
の
職
務
補
助
者
で
あ
る
専
門
家
と
の
契
約
締
結
（
ｌ
号
）、
そ
の
他
法

令
・
定
款
で
定
め
る
事
項
（
ｍ
号
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
強
化
ラ
テ
ン
型
」
で
は
、
右
に
追
加
し
て
、
監
査
役
会
は
、
財
務
情
報
の
作
成
お
よ
び
公
開
の
プ
ロ
セ
ス
の
監
査
（
四
二
〇
条

二
項
ａ
号
）、
総
会
へ
の
公
認
会
計
士
の
選
任
の
提
案
（
ｂ
号
）、
会
計
書
類
の
検
査
を
監
査
す
る
こ
と
（
ｃ
号
）、
公
認
会
計
士
の
独

立
性
、
特
に
追
加
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
監
査
す
る
こ
と
（
ｄ
号
）
に
関
し
、
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
限
は
、

監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
が
共
同
し
、
ま
た
は
単
独
で
、
年
間
を
通
じ
て
常
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
二
〇
条
三
項
）。

　

さ
ら
に
、
監
査
を
実
施
す
る
た
め
の
手
段
的
な
調
査
権
に
つ
い
て
、
単
独
監
査
役
、
公
認
会
計
士
ま
た
は
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
、
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取
締
役
に
対
し
て
、
点
検
の
た
め
帳
簿
等
の
提
出
を
求
め
、
事
業
に
関
す
る
情
報
・
説
明
を
請
求
し
、
取
締
役
の
会
議
に
出
席
す
る

権
利
な
ど
を
保
障
し
て
い
る
（
四
二
〇
条
一
項
）。
会
社
の
業
務
を
行
っ
た
第
三
者
に
対
し
て
も
一
定
の
範
囲
で
調
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
（
同
条
二
項
）。
さ
ら
に
、
業
務
を
補
助
す
る
専
門
家
の
雇
用
に
つ
い
て
も
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
・
四
項
・

五
項
）。

（
四
）
義
務
・
責
任

　

監
査
機
関
の
メ
ン
バ
ー
は
、「
ラ
テ
ン
型
」、「
英
米
型
」、「
ド
イ
ツ
型
」
を
問
わ
ず
、
会
社
お
よ
び
第
三
者
に
対
し
て
過
失
責
任

を
負
い
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
お
け
る
行
為
ま
た
は
不
作
為
に
つ
い
て
、
監
査
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
損
害
は
発
生
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
取
締
役
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
（
八
一
条
）。
監
査
役
会
の
各
メ
ン
バ
ー
の
責
任
は
、
保
証
金
ま
た

は
保
険
契
約
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
各
取
締
役
の
責
任
の
保
証
に
係
る
三
九
六
条
を
四
一
八
条
の
Ａ
第
一
項
で
準

用
）。

　

単
独
監
査
役
、
公
認
会
計
士
、
ま
た
は
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
、
監
査
役
会
、
株
主
総
会
、
取

締
役
会
に
出
席
す
る
こ
と
、
誠
実
か
つ
公
平
な
監
査
を
行
う
こ
と
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
保
持
し
、
利
用
し
な
い
こ
と
、
監
査

の
結
果
を
取
締
役
会
に
報
告
す
る
こ
と
、
株
主
総
会
に
お
い
て
、
自
己
が
確
認
し
た
す
べ
て
の
不
正
ま
た
は
不
正
確
な
事
項
、
な
ら

び
に
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
説
明
が
得
ら
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
、
職
務
上
行
っ
た
手
続
及
び
そ
の
結
果
に
つ
い

て
記
録
す
る
こ
と
、
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
（
四
二
二
条
一
項
ａ
号
か
ら
ｆ
号
、
二
項
）。
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Ⅱ　
「
英
米
型
」（m

odelo anglo- saxónico

）

（
一
）
総
　
説

　

監
査
委
員
会
（com

issão de auditoria

）
を
内
部
に
設
置
し
た
取
締
役
会
（Conselho de adm

inistração

）、
お
よ
び
公
認
会
計

士
を
置
く
機
関
構
成
で
あ
る
（
二
七
八
条
一
項
ｂ
号
、
四
二
三
条
の
Ｂ
、
四
四
六
条
）。

（
二
）
選
任
・
終
任

　

監
査
委
員
会
は
、
定
款
に
定
め
る
三
人
以
上
の
非
業
務
執
行
取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
会
社
の
機
関
（órgão da sociedade

）
で
あ

る
（
四
二
三
条
の
Ｂ
第
一
項
・
二
項
、
二
七
八
条
五
項
）。
監
査
委
員
会
の
委
員
で
あ
る
取
締
役
は
、
取
締
役
（adm

inistradores

）
で

あ
る
と
同
時
に
、
い
わ
ば
監
査
役
（fiscalizatores

）
で
も
あ
っ
て
、
業
務
執
行
を
禁
じ
ら
れ
た
非
業
務
執
行
取
締
役
で
あ
る
（
四
二

三
条
の
Ｂ
第
三
項
）（

（5
（

。
株
主
総
会
に
よ
る
選
任
決
議
の
際
に
は
、
監
査
委
員
会
の
委
員
は
、
他
の
取
締
役
候
補
者
と
区
別
し
て
提
案
さ

れ
る
（
四
二
三
条
の
Ｃ
第
一
項
・
二
項
）。
任
期
は
四
年
以
内
で
あ
り
（
三
九
一
条
四
項
）、
報
酬
は
、
監
査
役
会
メ
ン
バ
ー
と
同
様
、

職
務
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
固
定
報
酬
の
み
で
あ
る
（
四
二
三
条
の
Ｄ
）。

　
「
ラ
テ
ン
型
」（
二
七
八
条
一
項
ａ
号
）
で
は
、
取
締
役
会
の
内
部
で
の
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
分
離
―
―
業

務
執
行
取
締
役
へ
の
日
常
業
務
の
委
任
（
四
〇
七
条
三
項
）
―
―
は
、
定
款
の
定
め
に
も
と
づ
く
自
治
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、「
英
米
型
」
で
は
、
業
務
執
行
取
締
役
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
分
離
が
法
律
上
強
制
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
監
査
委
員
会
の
委
員
に
は
、「
ラ
テ
ン
型
」
と
同
一
の
欠
格
事
由
が
準
用
さ
れ
（
四
二
三
条
の
Ｂ
第
三
項
で
四
一
四
条

の
Ａ
を
準
用
）、「
ラ
テ
ン
型
」
と
同
様
、
委
員
は
、
弁
護
士
法
人
、
監
査
法
人
、
ま
た
は
、
株
主
で
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
株
主
の
場

合
、
行
為
能
力
を
有
す
る
自
然
人
で
あ
り
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
ふ
さ
わ
し
い
資
格
と
専
門
的
経
験
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
四
二
三
条
の
Ｂ
六
項
で
四
一
四
条
三
項
を
準
用
）。
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ま
た
、「
強
化
ラ
テ
ン
型
」
の
要
件
を
満
た
す
大
規
模
株
式
会
社
（
四
一
三
条
二
項
ａ
号
）
が
「
英
米
型
」
を
採
用
す
る
と
き
は
、

監
査
委
員
会
の
内
部
に
、
最
低
一
人
は
、
職
務
の
遂
行
に
適
切
な
高
等
教
育
課
程
を
修
了
し
、
監
査
ま
た
は
会
計
に
関
す
る
知
識
を

有
し
、
か
つ
、
独
立
性
（
四
一
四
条
五
項
）
の
あ
る
委
員
を
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
二
三
条
の
Ｂ
第
四
項
）。
上
場
会
社
で
は
、

監
査
委
員
会
の
委
員
の
過
半
数
は
独
立
性
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
同
五
項
）。

（
三
）
業
務
執
行
の
監
視

　

業
務
監
査
権
限
は
、「
強
化
ラ
テ
ン
型
」
の
監
査
役
会
の
権
限
（
四
二
〇
条
一
項
・
二
項
）
と
同
様
で
あ
る
（
四
二
三
条
の
Ｆ
）。

（
四
）
義
務
・
責
任

　

一
般
の
取
締
役
の
義
務
・
責
任
を
負
う
ほ
か
監
査
機
関
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
責
任
を
負
う（

（5
（

。
特
に
、
監
査
委
員
会
の
委
員
の
義

務
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
会
、
取
締
役
会
お
よ
び
株
主
総
会
、
お
よ
び
年
度
決
算
を
審
議
す
る
業
務
執
行
委
員
会
（
取
締
役
会
内

部
の
い
わ
ゆ
る
経
営
委
員
会
）
の
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
、
職
務
上
知
り
得
た
事
実
及
び
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
、
職
務
遂
行
の
結

果
を
文
書
で
記
録
す
る
こ
と
（
四
二
三
条
の
Ｇ
第
一
項
）
と
い
う
義
務
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

Ⅲ　
「
ド
イ
ツ
型
」（m

odelo germ
ânico

）

（
一
）
総
　
説

　

取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
業
務
執
行
取
締
役
会
（conselho de adm

inistração executivo

）、
総
監
督
役
会（

（5
（

（conselho geral e de 

supervisão

）、
お
よ
び
公
認
会
計
士
を
置
く
機
関
構
成
（
二
七
八
条
一
項
ｃ
号
、
四
三
四
条
、
四
四
六
条
）
で
あ
る
。

　

総
監
督
役
会
が
業
務
執
行
取
締
役
会
を
監
督
し
、
定
款
で
株
主
総
会
に
留
保
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
取
締
役
の
選
任
権
・
解
任
権
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を
有
す
る
点
（
四
二
五
条
一
項
）、
ま
た
、
総
監
督
役
会
と
業
務
執
行
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
の
兼
任
と
が
禁
止
さ
れ
る
点
（
四
二
五

条
六
項
ａ
号
か
ら
ｃ
号
、
四
三
七
条
一
項
）
で
、
執
行
と
監
督
を
分
離
す
る
ド
イ
ツ
型
の
二
層
制
に
類
似
し
て
い
る（

（5
（

。

（
二
）
選
任
・
終
任

　

総
監
督
役
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
定
款
で
指
名
し
、
ま
た
は
株
主
総
会
で
選
任
す
る
（
四
三
五
条
一
項
）。
任
期
は
四
年
で
あ
り
（
同

条
二
項
）、
固
定
報
酬
で
あ
る
（
四
四
〇
条
）。「
ラ
テ
ン
型
」
の
取
締
役
と
同
様
に
、
少
数
株
主
代
表
を
総
監
督
役
会
の
メ
ン
バ
ー
に

選
任
す
る
特
則
が
あ
る
（
四
三
五
条
三
項
）（

（5
（

。

　

総
監
督
役
会
は
、
業
務
執
行
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
取
締
役
（adm

inistradores

）
を
任
期
四
年
で
選
任
す
る
。
も
っ
と

も
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
株
主
総
会
に
選
任
権
限
を
留
保
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
（
四
二
五
条
一
項
・
二
項
）。
報
酬
も
同
様
に
総

監
督
役
会
ま
た
は
株
主
総
会
（
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
設
置
す
る
報
酬
委
員
会
に
委
任
も
可
）
が
決
定
す
る
（
四
二
九
条
）。
総
監
督
役
会
、

業
務
執
行
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
い
ず
れ
も
法
人
で
あ
っ
て
も
よ
い
（
四
二
五
条
八
項
、
四
三
四
条
三
項
）。

　

取
締
役
の
員
数
は
定
款
で
定
め
、「
ラ
テ
ン
型
」
と
同
様
に
、
資
本
金
二
〇
万
ユ
ー
ロ
以
下
の
会
社
で
は
一
人
で
も
よ
い
（
四
二

四
条
二
項
）。
総
監
督
役
会
の
員
数
は
、
業
務
執
行
取
締
役
会
の
員
数
よ
り
多
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
三
四
条
一
項
）。

　

総
監
督
役
会
に
は
、「
ラ
テ
ン
型
」
の
監
査
役
会
と
は
異
な
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
に
公
認
会
計
士
・
監
査
法
人
を
加
え
る
必
要
は
な

い
（
総
監
督
役
会
の
外
部
に
置
か
れ
る
。
四
六
六
条
）。
し
か
し
、
メ
ン
バ
ー
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
、「
ラ
テ
ン
型
」
の
監
査
役
会
と

同
様
に
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
適
切
な
高
等
教
育
課
程
を
修
了
し
、
監
査
（auditoria

）
ま
た
は
会
計
（contabilidade

）
に
関
す
る

知
識
を
有
し
、
か
つ
独
立
性
（independente

）
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
が
一
人
以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
場
会
社
に
つ
い

て
は
、
独
立
性
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
四
三
四
条
四
項
に
よ
る
四
一
四
条
四
項
・
五
項
・

六
項
の
準
用
）。
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（
三
）
権
　
限

　

業
務
執
行
取
締
役
会
は
、
会
社
の
業
務
を
執
行
し
、
会
社
を
代
表
す
る
（
四
三
一
条
一
項
・
二
項
）。「
ラ
テ
ン
型
」「
英
米
型
」
と

異
な
っ
て
、
業
務
執
行
を
委
任
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
（
四
三
三
条
一
項
に
は
四
〇
七
条
の
準
用
が
な
い
）、
全
員
が
業
務
執
行
取
締

役
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
総
監
督
役
会
は
、
業
務
執
行
権
限
を
有
し
な
い
。
た
だ
し
、
法
令
・
定
款
に
も
と
づ
き
、
業
務
執
行
取
締
役
会

が
特
定
の
行
為
を
行
う
と
き
に
は
、
総
監
督
役
会
の
事
前
の
承
認
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
（
四
四
二
条
）。
法
律
上
、

総
監
督
役
会
の
承
認
が
必
要
な
例
と
し
て
、
事
業
年
度
中
の
株
主
へ
の
利
益
の
前
払
い
（
二
九
七
条
一
項
ａ
号
）、
取
締
役
の
利
益
相

反
取
引
（
四
二
八
条
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（6
（

。

　

総
監
督
役
会
の
権
限
は
、
定
款
で
総
会
に
権
限
が
留
保
さ
れ
な
い
限
り
、
取
締
役
の
選
任
・
解
任
を
な
し
、
取
締
役
と
の
関
係
で

会
社
を
代
表
す
る
（
四
四
一
条
一
項
ａ
号
か
ら
ｃ
号
）。
そ
の
ほ
か
、
執
行
取
締
役
会
の
職
務
の
執
行
を
監
査
（fiscalização

）
し
（
ｄ

号
）、
法
令
・
定
款
の
遵
守
を
監
視
（vigilância

）
す
る
（
ｅ
号
）
な
ど
、「
英
米
型
」
の
監
査
委
員
会
の
権
限
（
四
四
三
条
の
Ｆ
）
に

類
似
し
て
い
る
。

（
四
）
義
務
・
責
任

　

業
務
執
行
取
締
役
、
お
よ
び
総
監
督
役
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
的
な
取
締
役
の
責
任
、
監
査
機
関
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
の
責
任
を
負
う
。

　

さ
ら
に
具
体
的
な
規
定
の
上
で
は
、
業
務
執
行
取
締
役
会
は
、
総
監
督
役
会
に
対
す
る
定
期
的
お
よ
び
非
常
時
の
報
告
義
務
を
負

う
（
四
二
三
条
一
項
・
二
項
・
三
項
）。
総
監
督
役
会
は
四
半
期
に
一
度
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
四
四
五
条
二
項
ａ
号
）、
メ

ン
バ
ー
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
保
持
す
る
義
務
を
負
う
（
四
四
一
条
の
Ａ
）。
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上
場
会
社
お
よ
び
大
規
模
株
式
会
社
（
四
一
三
条
二
項
ａ
号
）
で
は
、
総
理
事
会
お
よ
び
監
督
理
事
会
は
、
総
監
督
役
会
の
権
限

の
う
ち
、
財
務
報
告
の
信
頼
に
関
わ
る
職
務
（
四
四
一
条
ｆ
号
か
ら
ｏ
号
）
を
特
に
担
当
す
る
財
務
委
員
会
（com

issão para as 

m
atérias financeiras

）
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
四
四
二
条
二
項
）。
こ
の
委
員
会
の
過
半
数
は
独
立
性
の
あ

る
委
員
で
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
一
名
は
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
ふ
さ
わ
し
い
高
等
教
育
課
程
を
修
了
し
、
監
査

ま
た
は
会
計
に
関
す
る
知
識
を
有
し
、
か
つ
、
独
立
性
の
あ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
四
四
条
五
項
・
六
項
）。「
英
米
型
」

の
監
査
委
員
会
と
メ
ン
バ
ー
構
成
は
共
通
で
、
職
務
も
重
な
っ
て
い
る
（
四
三
二
条
の
Ｆ
第
一
項
ｄ
号
、
ｆ
号
、
ｉ
号
か
ら
ｏ
号
）。
財

務
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
業
務
執
行
取
締
役
会
の
会
議
に
出
席
す
る
権
利
、
お
よ
び
決
算
取
締
役
会
に
出
席
す
る
義
務
を
負
い
、

そ
れ
に
よ
り
得
た
情
報
を
速
や
か
に
総
監
督
役
会
の
メ
ン
バ
ー
に
通
知
す
る
義
務
を
負
う
（
四
三
二
条
四
項
・
五
項
・
六
項
）。

五　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
「
第
三
類
型
」

　

日
本
と
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
株
式
会
社
の
統
治
機
構
に
は
、
三
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
ポ
ル

ト
ガ
ル
で
は
、
法
的
に
も
実
際
に
も
「
伝
統
型
」
な
い
し
「
ラ
テ
ン
型
」
の
存
在
感
が
大
き
く
、
一
層
制
・
二
層
制
は
、
法
的
に
は

「
伝
統
型
」
な
い
し
「
ラ
テ
ン
型
」
の
変
形
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
り
、
実
際
に
も
一
層
制
・
二
層
制
が
普
及
し
て
い
る
と
い
う
に

は
ほ
ど
遠
い
。
特
に
二
層
制
の
採
用
は
稀
で
あ
る
。

　

日
本
の
上
場
会
社
は
、
伝
統
型
と
い
う
べ
き
監
査
役
会
設
置
会
社
か
ら
、
一
層
制
と
伝
統
型
の
折
衷
型
で
あ
る
監
査
等
委
員
会
設

置
会
社
へ
の
移
行
が
進
行
し
、
数
の
上
で
凌
駕
す
る
形
勢
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
日
本
型
の
一
層
制
で
あ
る
指
名
委
員
会
等

設
置
会
社
数
は
、
上
場
会
社
全
体
か
ら
み
れ
ば
微
々
た
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
日
本
の
会
社
法
に
は
二
層
制
は
存
在
し
な
い
。

　

イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
一
層
制
・
二
層
制
の
普
及
が
進
ま
な
い
原
因
に
つ
い
て
は
、
統
治
機
構
の
選
択
は
根
本
的
に
株
主
に
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委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
同
族
関
係
に
あ
る
保
守
的
な
支
配
株
主
層
に
と
っ
て
は
、
既
存
の
「
伝
統
型
」
な
い
し
「
ラ
テ
ン
型
」
の
株

式
会
社
を
あ
え
て
他
の
機
関
構
造
に
変
更
す
る
動
機
に
乏
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
二
層
制
で
は
、
み
ず
か
ら
が
握
る
株
主

総
会
の
権
限
を
、
あ
え
て
監
督
ボ
ー
ド
に
委
譲
す
る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
。
一
層
制
に
つ
い
て
も
、
取
締
役
会
の
権
限
を
動
か
さ
ず
、

そ
の
内
部
に
伝
統
的
な
監
査
役
会
を
移
し
て
「
監
査
委
員
会
」
に
模
様
替
え
す
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
あ
え
て
「
伝
統

型
」
な
い
し
「
ラ
テ
ン
型
」
を
変
更
す
る
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
両
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
は
い
ず
れ
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
も
中
立
的
で
あ
っ
て
（
イ
タ
リ
ア
二
〇
二
〇
年
版
序
文
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
二
〇
一
八
年
版
序

文
）、
こ
の
点
で
も
既
存
の
統
治
構
造
を
変
更
す
る
動
機
が
な
い
。

　

日
本
の
監
査
役
会
設
置
会
社
が
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
急
激
に
移
行
し
た
の
は
、
制
度
的
に
み
れ
ば
、
既
存
の
監
査
役
会
を

取
締
役
会
内
部
の
監
査
等
委
員
会
に
置
き
か
え
た
だ
け
の
形
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
点
で（

（6
（

、
一
種
の
安
心
感
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
よ
り
積
極
的
に
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
よ
る
政
策
的
誘
導
が
功
を
奏
し
た
と
い
え（

（6
（

、
こ
の
点
が
イ
タ
リ
ア
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
両
国
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
監
査
役
制
度
に
も
、
監
査
役
の
独
立
性
の
保
障
の
強
さ
、
独
任
制
の
権

限
の
強
さ
な
ど
制
度
上
優
れ
た
点
は
多
く
、
世
の
評
価
が
必
ず
し
も
芳
し
く
な
い
の
は
、
運
用
の
仕
方
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
多
い

と
指
摘
さ
れ（

（6
（

、
ま
た
、
監
査
役
制
度
の
強
化
の
歴
史
に
お
い
て
、
監
査
役
制
度
は
現
在
に
お
け
る
そ
の
到
達
点
と
も
評
さ
れ
る（

（6
（

。

　

だ
が
、
も
し
望
ま
し
く
な
い
運
用
の
仕
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
裏
打
ち
す
る
法
制
度
の
側
に
問
題
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

㈠　

ま
ず
、
日
本
法
は
、
イ
タ
リ
ア
法
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
法
に
比
し
て
、
監
査
の
意
義
に
つ
い
て
規
定
の
明
確
さ
・
詳
細
さ
を
や
や
欠

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

明
治
三
二
（
一
八
八
九
）
年
の
商
法
立
法
以
来
、「
監
査
」
と
い
う
文
言
は
、「
監
査
役
」
と
し
て
の
み
使
わ
れ
、
昭
和
四
九
（
一

九
七
四
）
年
改
正
で
、「
監
査
役
ハ
取
締
役
ノ
職
務
ノ
執
行
ヲ
監
査
ス
」（
昭
和
四
九
年
改
正
商
法
二
七
四
条
一
項
、
会
三
八
一
条
一
項
）
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と
定
め
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る（

（6
（

。
だ
が
、
諧
謔
的
に
い
え
ば
、
仮
に
「
取
締
役
は
株
式
会
社
の
業
務
を
取
り
締
ま
る

0

0

0

0

0

」
と
定
め

た
な
ら
ば
、
取
締
役
の
職
務
を
理
解
す
る
こ
と
は
何
人
に
と
っ
て
も
困
難
で
あ
ろ
う
。「
監
査
役
は
…
…
監
査
す
る
」
は
そ
の
諧
謔

を
地
で
い
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。

　

わ
が
国
で
は
、
個
別
の
監
査
権
限
を
総
合
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
監
査
」
概
念
を
抽
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
明

治
期
の
立
法
で
積
極
的
な
監
査
権
限
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り
、
監
査
の
意
義
（
旧
商
法
一
九
二
条（

（6
（

）
を
分
解
し
、
削
除
し
た
こ
と
が
い

ま
だ
に
響
い
て
い
る
も
の
と
い
え
る（

（6
（

。
監
査
役
監
査
の
意
義
に
係
る
規
定
を
復
活
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
義
の
理
解
を
容
易
に
し
、

実
務
上
、
日
常
の
業
務
監
査
権
限
の
行
使
を
後
押
し
す
る
効
果
が
あ
る
も
の
と
思
う（

（6
（

。

㈡　

ま
た
、
監
査
役
会
の
半
数
は
、
取
締
役
あ
る
い
は
従
業
員
を
一
種
の
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
起
用
す
る
と
い
う
企
業
の
慣
行

に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
慣
行
は
、
消
極
的
な
形
で
法
認
さ
れ
続
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
成
一
三
（
二
〇

〇
一
）
年
の
法
改
正
以
来
、
監
査
役
会
の
半
数
は
社
外
監
査
役
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
会
三
三
五
条
三
項
）、
残
り
の
半
数
は
、
欠

格
事
由
お
よ
び
兼
任
禁
止
（
同
条
一
項
・
二
項
）
を
ク
リ
ア
し
さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
現
在
で
は
、
社
外
性
の
反
対
解
釈
に
よ
っ
て

（
会
二
条
一
六
号
）、
い
か
に
独
立
性
に
欠
け
て
い
る
と
評
価
さ
れ
う
る
者
で
あ
っ
て
も
監
査
役
の
起
用
に
問
題
は
な
い
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
運
用
あ
る
い
は
法
制
度
の
あ
り
方
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
「
伝
統
型
」
な
い
し
「
ラ
テ
ン
型
」
に
比
し
て
、
専

門
性
も
独
立
性
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
顕
著
な
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
日
本
に
は
日
本
の
や
り
方
が
あ
っ
て
よ
く
、
特
に
企
業
内
の
人
事
慣
行
は
法
的
に
手
を
つ
け
づ
ら
い
領
域
で
あ
る
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
社
内
の
事
情
を
よ
く
知
る
人
材
が
監
査
の
実
効
性
に
と
っ
て
有
意
味
で
あ
る
と
い
う
評
価
も
あ
り（

（6
（

、
社
外
監

査
役
・
会
計
監
査
人
と
の
協
力
関
係
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
や
す
い
と
い
う
事
情

も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
役
割
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー
と
し
て
の
そ
れ
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。
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㈢　

右
の
点
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
を
監
査
等
委
員
取
締
役
に
ス
ラ
イ
ド
す
れ
ば
、
過
半
数
の
社
外
取
締
役
の
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
は

社
内
出
身
者
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
上
場
会
社
が
一
層
制
を
採
用
す
る
場
合
、
監
査
委
員
会
の
全
員
が

独
立
取
締
役
で
あ
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、
監
査
委
員
会
の
過
半
数
で
足
り
る
。
だ
が
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
で
は
、
メ
ン
バ
ー
す
べ
て
に
基
礎
的
な
独
立
性
を
求
め
て
お
り
、
日
本
の
監
査
等
委
員
会
は
、
社
内
出
身
者
を
メ
ン
バ
ー
に
含

め
る
こ
と
が
可
能
な
点
で
、
監
査
役
会
と
同
様
の
顕
著
な
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
監
査
役
会
設
置
会
社
と
同
型
の
諸
国
と
の
比
較
は
、
世
界
で
一
般
的
で
は
な
い
タ
イ
プ
同
士
の
比
較

と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
日
本
法
と
同
様
に
歴
史
的
に
土
着
し
た
型
で
あ
り（

（7
（

、
他
方
、

日
本
の
視
線
が
向
け
ら
れ
て
い
る
一
層
制
・
二
層
制
も
ま
た
文
化
的
・
歴
史
的
背
景
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て（

（7
（

、
一
足
飛
び
に
形
だ
け

似
せ
れ
ば
中
身
は
後
か
ら
付
い
て
く
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
相
対
的
に
遠
い
統
治
機
構
の
あ

り
方
も
さ
り
な
が
ら
、
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
「
第
三
の
類
型
」
が
、
学
問
上
も
実
際
上
も
わ
れ
わ
れ
の
視
野
か
ら
長
ら
く
欠
落
し

て
い
た
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
1
）　

神
田
眞
人
監
修
・
編
著
『
世
界
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
便
覧
』（
財
経
詳
報
社
、
二
〇
二
二
）
一
六
四
頁
の
表
4
・
1
「
取

締
役
会
の
基
本
構
造
：
法
域
の
分
類
」
の
う
ち
「
複
数
の
選
択
肢
が
あ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
」、
お
よ
び
一
六
九
頁
の
表
4
・
4

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
取
締
役
会
構
造
の
例
」
に
、
い
ず
れ
も
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

神
田
（
眞
）・
前
掲
注（
1
）一
二
八
頁
。

（
3
）　

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
（
第
九
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
四
）
四
〇
〇
頁
、
五
八
六
頁
（
指
名
委
員
会
設
置
会
社
）、
六
一
四

頁
（
監
査
委
員
会
等
設
置
会
社
）。

（
4
）　

ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
以
来
の
制
度
形
成
に
つ
い
て
、
高
田
晴
仁
『
監
査
役
の
誕
生
―
―
歴
史
の
窓
か
ら
―
―
』（
國
元
書
房
、
二
〇
二

二
）
参
照
。
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（
5
）　

藤
田
友
敬
「「
社
外
取
締
役
・
取
締
役
会
に
期
待
さ
れ
る
役
割
―
―
日
本
取
締
役
協
会
の
提
言
」
を
読
ん
で
」
商
事
法
務
二
〇
三
八

号
一
二
頁
、
一
七
頁
（
注
四
一
）（
二
〇
一
四
）
は
、「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
を
と
る
諸
外
国
に
お
い
て
は
監
査
役
に
相
当
す
る
機
関

は
存
在
し
な
い
」
こ
と
、
か
つ
、「
ド
イ
ツ
株
式
法
の
下
で
は
、
株
式
会
社
に
は
監
査
役
会
（A

ufsichtsrat

）
と
呼
ば
れ
る
機
関
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
、
む
し
ろ
日
本
の
監
査
役
会
よ
り
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
下
に
お
け
る

取
締
役
会
に
近
い
存
在
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
6
）　
「〈
座
談
会
〉
日
本
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
監
査
役
制
度
」
商
事
法
務
一
九
九
八
号
八
―

九
頁
（
二
〇
一
三
）
の
神
作
裕

之
発
言
が
、
現
在
の
共
通
の
理
解
を
平
易
に
説
い
て
い
る
た
め
、
以
下
、
長
く
な
る
が
引
用
し
て
お
く
（
文
中
の
改
行
を
適
宜
省
略
し

た
）。

　
「
世
界
で
普
及
し
て
い
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
モ
デ
ル
は
大
き
く
分
け
て
一
層
式
の
モ
デ
ル
と
二
層
式
の
モ
デ
ル
の
二
つ

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
監
査
役
制
度
は
こ
の
い
ず
れ
に
も
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
第
一
の
大

き
な
特
徴
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
層
式
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
は
、
取
締
役
会
が
業
務
執
行
お
よ
び
そ
の
監
督
を
行
う
、
こ
れ
に

対
し
て
二
層
式
の
モ
デ
ル
は
、
ド
イ
ツ
の
株
式
会
社
制
度
が
典
型
で
す
が
、
株
主
が
監
査
役
を
選
び
、
監
査
役
か
ら
構
成
さ
れ
る
監
査
役

会
が
経
営
者
で
あ
る
取
締
役
を
選
解
任
し
妥
当
性
も
含
め
て
業
務
執
行
の
監
督
を
す
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、
会
社
の
機
関
が
垂
直
的
に
二
層

に
連
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
の
監
査
役
制
度
と
い
う
の
は
並
列
的
な
二
層
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
経
営
者
で

あ
る
取
締
役
と
、
監
督
・
監
査
の
権
限
を
有
す
る
監
査
役
が
い
ず
れ
も
株
主
総
会
決
議
に
基
づ
い
て
株
主
に
よ
り
直
接
選
任
さ
れ
、
取
締

役
会
と
監
査
役
が
い
わ
ば
横
に
、
並
列
的
に
並
ん
で
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
、
経
営
者
を
監
督
す

べ
き
監
査
役
に
は
取
締
役
の
選
解
任
権
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
監
査
役
制
度
は
、
世
界
的
に
み
て
広
く
普
及
し
て
い
る
一
層
式

ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と
二
層
式
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
の
い
ず
れ
に
も
た
だ
ち
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
が
、
特
に
国
際
的
に

み
た
場
合
の
わ
か
り
に
く
さ
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

特
に
垂
直
的
な
二
層
式
モ
デ
ル
と
比
較
す
る
と
、
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
に
お
い
て
は
監
査
役
に
経
営
者
の
選
任
・
解
任
権
が
な
い

わ
け
で
す
が
、
監
督
と
り
わ
け
妥
当
性
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
監
督
を
実
効
的
に
行
う
た
め
に
最
も
重
要
な
武
器
で
あ
る
人
事
権
な
く
し

て
ど
の
よ
う
に
実
効
的
な
監
督
を
な
し
得
る
の
か
と
い
う
批
判
が
あ
り
ま
す
。
一
層
式
モ
デ
ル
と
比
較
す
る
と
、
業
務
執
行
に
係
る
意
思

決
定
に
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
業
務
執
行
に
対
す
る
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
に
必
要
な
理
解
と
情
報
を
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
批
判
に
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さ
ら
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
一
層
式
・
二
層
式
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
点
と
し
て
、
日
本
の
監
査
役
（
会
）
設
置

会
社
制
度
は
、
結
局
二
重
監
督
の
体
制
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
が
取
締
役
会
自

身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
監
査
役
（
会
）
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
二
元
的
な
監
督
体
制

の
下
で
、
取
締
役
会
に
よ
る
監
督
と
監
査
役
（
会
）
に
よ
る
監
督
と
の
間
に
矛
盾
や
考
え
方
の
違
い
等
が
生
じ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
調

整
す
る
の
か
、
相
互
の
監
督
に
役
割
分
担
が
あ
る
の
か
、
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
等
々
、
二
元
的
な
監
督

体
制
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
法
的
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。」

（
7
）　

公
益
社
団
法
人
日
本
監
査
役
協
会
・
監
査
役
等
の
英
文
呼
称
検
討
諮
問
会
議
「
監
査
役
等
の
英
文
呼
称
に
つ
い
て
（
平
成
二
四
年
八

月
二
九
日
）」
月
刊
監
査
役
六
〇
五
号
二
九
頁
（
二
〇
一
二
）。

（
8
）　

森
本
滋
『
企
業
統
治
と
取
締
役
会
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
）
一
六
七
頁
。

（
9
）　

監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
が
い
わ
ば
「
お
な
じ
み
型
」
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
離
れ
が
た
い
社
会
的
な
「
慣
性
」
を
も
っ
て
い

る
と
み
ら
れ
る
例
と
し
て
、「
会
社
法
制
研
究
会
報
告
書
」（
令
和
七
年
二
月
、
公
益
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
）
に
監
査
役
制
度
（
お

よ
び
監
査
等
委
員
会
制
度
）
を
念
頭
に
置
い
た
（
あ
る
い
は
念
頭
に
置
い
た
と
思
わ
れ
る
）
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
が
記
さ
れ
て
い
る
（
傍

点
は
高
田
が
付
し
た
）。「
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
は
、
移
行
を
促
す
に
値
す
る
ほ
ど
の
制
度
で
あ
る
か
疑
問
が
あ
る
。
問
題
は
、
特
に

監
査
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
存
在
す
る
。
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
は
、
監
査
委
員
の
選
定
を
取
締
役
会
が
で
き
る
上
に
、
監
査
役
設

置
会
社
や
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
お
け
る
選
任
議
案
に
つ
い
て
の
同
意
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
提
案
権

0

0

0

に
相
当
す
る
よ
う
な
、
人
選
に
関
し
て
監
査
委

員
が
関
与
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
極
端
な
話
、
取
締
役
会
の
多
数
決
で
取
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
に
な
っ
て

い
る
」（
一
三
七
頁
）、「
監
査
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
と
は
別
の
機
関

0

0

0

0

と
し
て
監
査
の
最
終
的
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
方
が
よ

い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
指
名
委
員
会
と
は
異
な
り
、
社
外
取
締
役
が
過
半
数
を
占
め
る
取
締
役
会
で
覆
せ
る
と
い
う
よ
う
な
理
屈
に
は

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」（
一
四
〇
頁
）。

（
10
）　

こ
の
点
、
藤
田
友
敬
教
授
は
、「
日
本
企
業
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対
す
る
理
解
が
得
ら
れ
に
く
い
原
因
と
し
て
、
監

査
役
制
度
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
嘆
き
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
問
題
の
本
質
は
監
査
役
制
度
の
理
解
で
は
な

い
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
の
下
で
独
立
性
の
高
い
取
締
役
会
・
社
外
取
締
役
が
行
っ
て
い
る
「
監
督
」（
と
り
わ
け
業
務
執
行
者
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
評
価
）
の
役
割
を
果
た
す
機
関
が
、
日
本
法
の
下
で
は
制
度
上
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
海
外
投
資
家
か
ら
み
た
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問
題
な
の
で
あ
る
。
監
査
役
の
英
文
呼
称
を
変
え
た
り
、
学
者
が
英
語
論
文
で
監
査
役
の
紹
介
を
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
海
外
投
資
家
の

監
査
役
制
度
の
理
解
が
高
ま
れ
ば
問
題
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
、
日
本
の
監
査
役
（
会
）
設
置
会
社
に
は
「
監
督
」
不
在

と
い
う
根
本
的
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
藤
田
・
前
掲
注（
5
）一
七
頁
（
注
四
三
）。

（
11
）　

こ
の
点
は
す
で
に
周
知
の
論
点
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
二
〇
〇
八
年
の
時
点
の
ア
ジ
ア
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
協
会
の
指

摘
に
よ
れ
ば
、「
東
京
証
券
取
引
所
の
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
白
書
二
〇
〇
七
』
の
デ
ー
タ
が
示
す
よ
う
に
、
実
際
に
は
上
場

企
業
の
約
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
監
査
役
制
度
を
選
択
し
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
上
、
経
営
陣
に
ほ
ぼ
完
全
な
裁
量
権
を
与
え
る
も
の
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
の
見
解
で
は
、
経
営
陣
の
決
定
に
対
す
る
真
に
独
立
し
た
監
督
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
日
本
の
企
業
で
は
、
広

範
な
合
意
形
成
を
重
視
す
る
経
営
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
会
社
や
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
最
善
の
利
益
に
な
ら

な
い
場
合
で
も
、
取
締
役
の
内
輪
の
決
定
や
社
長
の
決
定
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
特
に
強
い
意
志
を
持
つ
監
査
役
が

名
目
上
の
権
限
を
超
え
て
戦
略
的
意
思
決
定
に
関
与
し
た
事
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。
通
常
、
監
査
役
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー
に
準
じ
た
役
割
を
果
た
し
、
会
社
が
法
令
違
反
を
し
て
い
な
い
限
り
、
介
入
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
介
入
で
き
な
い
。

ま
た
、
監
査
役
は
正
式
な
経
営
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
で
は
な
い
点
も
重
要
で
あ
る
。
彼
ら
の
役
割
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
純
粋

に
助
言
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
事
権
を
持
た
な
い
。
つ
ま
り
、
会
社
内
で
採
用
や
解
雇
を
行
う
権
限
が
な
く
、
上
級
管
理
職
に
対
す
る
権

限
も
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
。A

sian Corporate Governance A
ssociation 

（A
CGA

） H
ong 

K
ong, w

h
it

e pa
per o

n co
rpo

ra
t

e go
v

ern
a

n
ce in ja

pa
n, 2008, 18.

（
12
）　

サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
三
〇
一
条
に
よ
り
、
一
九
三
四
年
証
券
取
引
法
一
〇
Ａ
条
の
末
尾
に
「
監
査
委
員
会
の
基
準
」
が
追

加
さ
れ
（
一
〇
Ａ
条
⒨
⑴
）、
五
つ
の
要
件
（
登
録
公
認
会
計
事
務
所
に
関
す
る
責
任
、
独
立
性
、
苦
情
申
立
て
、
助
言
者
を
雇
用
す
る

権
限
、
資
金
提
供
）
を
遵
守
し
な
い
証
券
発
行
者
の
上
場
禁
止
を
米
国
内
の
証
券
取
引
所
お
よ
び
証
券
協
会
に
命
じ
る
も
の
と
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
採
択
し
た
一
九
三
四
年
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
Ａ
―

三
「
監
査
委
員
会
に
関
す
る
上
場
基
準
」（§ 

240.10A
-3 Listing standards relating to audit com

m
ittees

）
の
⒝
項
で
右
の
五
つ
の
独
立
性
の
基
準
を
定
め
て
い
る
。

第
一
〇
Ａ
―

三　
監
査
委
員
会
に
関
す
る
上
場
基
準
（§ 2 40.10A

-3 Listing standards relating to audit com
m

ittees

）
の
抄
訳

⒝　

要
求
さ
れ
る
基
準

⑴　

独
立
性
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ⅰ　

監
査
委
員
会
の
各
委
員
は
、
発
行
者
の
取
締
役
会
の
構
成
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
独
立
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
発
行
者
が
二
重
持
株
会
社
の
い
ず
れ
か
一
方
で
あ
る
場
合
、
発
行
者
の
監
査
委
員
会
の
各
委
員
が
少

な
く
と
も
二
重
持
株
会
社
の
一
方
の
取
締
役
会
の
構
成
員
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
両
社
に
共
通
の
監
査
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

ⅱ　

投
資
会
社
以
外
の
発
行
者
に
お
け
る
独
立
性
要
件　

本
⒝
項
⑴
号
の
目
的
上
、
独
立
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
投
資

会
社
で
は
な
い
発
行
者
の
監
査
委
員
会
の
委
員
は
、
監
査
委
員
会
、
取
締
役
会
、
そ
の
他
の
取
締
役
会
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
の
立
場
以
外
に
お
い
て
、
以
下
の
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

🄐　

発
行
者
又
は
そ
の
子
会
社
か
ら
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
料
、
助
言
料
そ
の
他
の
報
酬
を
受
け
取
っ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
国
証
券
取
引
所
ま
た
は
全
国
証
券
協
会
の
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
報
酬
に
は
発
行

者
に
お
け
る
過
去
の
勤
務
に
基
づ
く
退
職
金
制
度
（
繰
延
報
酬
を
含
む
。）
に
よ
る
固
定
額
の
受
領
は
含
ま
れ
な
い
（
た
だ
し
、

当
該
報
酬
が
継
続
勤
務
に
一
切
依
存
し
な
い
場
合
に
限
る
。）。

🄑　

発
行
者
ま
た
は
そ
の
子
会
社
の
関
連
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ⅲ　

投
資
会
社
で
あ
る
発
行
者
の
独
立
性
要
件　

本
⒝
項
⑴
号
の
目
的
上
、
独
立
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
投
資
会
社
で

あ
る
発
行
者
の
監
査
委
員
会
委
員
は
、
監
査
委
員
会
、
取
締
役
会
、
ま
た
は
そ
の
他
の
取
締
役
会
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の

立
場
以
外
で
は
、
以
下
の
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

🄐　

発
行
者
ま
た
は
そ
の
子
会
社
か
ら
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
料
、
助
言
料
そ
の
他
の
報
酬
を
受
け
取
っ
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
全
国
証
券
取
引
所
ま
た
は
全
国
証
券
協
会
の
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
報
酬
に
は
発

行
者
に
お
け
る
過
去
の
勤
務
に
対
す
る
退
職
金
制
度
（
繰
延
報
酬
を
含
む
。）
に
基
づ
く
固
定
額
の
受
領
は
含
ま
れ
な
い
（
た
だ

し
、
当
該
報
酬
が
継
続
勤
務
に
一
切
依
存
し
な
い
場
合
に
限
る
。）。

🄑　

一
九
四
〇
年
投
資
会
社
法
第
二
条
⒜
項
⒆
号
（
合
衆
国
法
典
一
五
編
（
商
業
及
び
貿
易
）
第
八
〇
ａ
条
の
二
⒜
⒆
号
（15� U

.
S.C. 80a-2

（a

）（19�

）））
に
定
義
さ
れ
る
発
行
者
の
「
利
害
関
係
者
」
で
あ
る
こ
と
。

ⅳ　

独
立
性
要
件
の
免
除
〈
略
〉

⑵　

登
録
公
認
会
計
士
事
務
所
に
関
す
る
責
任　

各
発
行
者
の
監
査
委
員
会
は
、
取
締
役
会
の
委
員
会
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
、
当
該
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発
行
者
の
監
査
報
告
書
の
作
成
も
し
く
は
発
行
、
又
は
そ
の
他
の
監
査
、
レ
ビ
ュ
ー
も
し
く
は
証
明
業
務
の
実
施
を
目
的
と
し
て
選
任

さ
れ
た
登
録
公
認
会
計
士
事
務
所
の
選
任
、
報
酬
、
再
任
お
よ
び
職
務
の
監
督
に
つ
い
て
直
接
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
財

務
報
告
に
関
す
る
経
営
者
と
登
録
公
認
会
計
士
事
務
所
と
の
間
の
意
見
の
相
違
の
解
決
を
含
む
。）。
当
該
登
録
公
認
会
計
士
事
務
所
は

監
査
委
員
会
に
職
務
に
関
し
て
直
接
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶　

苦
情
処
理　

各
監
査
委
員
会
は
、
以
下
の
手
続
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ⅰ　

発
行
者
が
受
け
た
、
会
計
、
内
部
会
計
統
制
又
は
監
査
事
項
に
関
す
る
苦
情
の
受
理
、
保
管
及
び
処
理
の
手
続

ⅱ　

発
行
者
の
従
業
員
が
、
発
行
者
の
会
計
又
は
監
査
事
項
に
関
す
る
懸
念
に
つ
い
て
、
秘
密
を
保
持
し
て
匿
名
で
提
出
す
る
手
続

⑷　

助
言
者
の
選
任
権
限　

各
監
査
委
員
会
は
、
そ
の
職
務
遂
行
に
必
要
な
範
囲
で
、
独
立
し
た
法
律
顧
問
そ
の
他
の
助
言
者
を
選
任
す

る
権
限
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑸　

資
金
の
提
供　

各
発
行
者
は
、
取
締
役
会
の
委
員
会
と
し
て
の
監
査
委
員
会
が
決
定
す
る
適
切
な
資
金
を
、
以
下
の
支
払
い
に
充
て

る
た
め
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ⅰ　

発
行
者
の
監
査
報
告
書
の
作
成
及
び
発
行
、
ま
た
は
そ
の
他
の
監
査
、
レ
ビ
ュ
ー
又
は
証
明
業
務
の
実
施
を
目
的
と
し
て
選
任
さ

れ
た
登
録
公
認
会
計
士
事
務
所
へ
の
報
酬

ⅱ　

本
⒝
項
⑷
号
に
基
づ
き
監
査
委
員
会
が
雇
用
し
た
助
言
者
へ
の
報
酬

ⅲ　

監
査
委
員
会
の
職
務
遂
行
に
必
要
ま
た
は
適
切
な
通
常
の
運
営
経
費

（
13
）　
「
法
令
用
語
日
英
標
準
対
訳
辞
書
（
平
成
三
一
年
三
月
改
訂
版
）」
五
九
―

六
〇
頁
で
は
、
監
査
役
の
英
訳
は
、「
原
則
と
し
て

com
pany auditor

で
あ
る
が
、
前
後
関
係
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、com

pany

を
省
略
し
、auditor

と
す
る
の
も
可
」
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
「
注
」
と
し
て
、「
公
益
社
団
法
人
日
本
監
査
役
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
監
査
役
」
の
英
訳
は“audit &

 
supervisory board m

em
ber”

で
あ
る
が
、
監
査
役
会
の
な
い
会
社
の
監
査
役
の
訳
語
に
使
用
し
た
場
合
、
誤
解
を
招
く
等
の
理
由
か

ら
法
令
英
訳
で
は
使
用
し
な
い
」
と
監
査
役
協
会
の
英
文
名
称
（
前
掲
注（
7
）参
照
）
に
否
定
的
な
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
監

査
役
会
の
英
訳
も
「board of com

pany auditors

」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
の
改
訂
で
も
同
様
の
方
針
が
繰
り
返
し
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
「
法
令
用
語
日
英
標
準
対
訳
辞
書
」
の
考
え
方
の
背
景
に
は
、
右
の
「
注
」
に
挙
げ
ら
れ
た
理
由
の
ほ
か
に
、
一
九
三

四
年
証
券
取
引
法
規
則
一
〇
Ａ
―

三
条
⒞
項
の
用
語
で
あ
る
監
査
役
会
（board of auditors

）
に
合
わ
せ
る
都
合
も
あ
っ
た
の
で
は
な
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い
か
と
推
察
さ
れ
る
（
も
っ
と
も
、
監
査
役
の
英
訳
に
つ
い
て
は
規
則
一
〇
Ａ
―

三
条
⒞
項
の
用
語
で
あ
る
「Statutory auditors

」

と
い
う
日
本
で
も
従
来
か
ら
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
英
訳
は
避
け
ら
れ
て
い
る
）。

（
14
）　

⒞　

一
般
的
免
除

⑶　

証
券
を
上
場
す
る
外
国
民
間
発
行
者
が
次
の
ⅰ
か
ら
ⅵ
ま
で
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
本
条
⒝
項
⑴
号
か
ら
⑸
号
ま
で
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

ⅰ　

当
該
外
国
民
間
発
行
者
が
、
本
国
の
法
令
又
は
上
場
基
準
の
明
文
の
規
定
に
よ
っ
て
、
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
又
は
任
意
に
設

置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
監
査
役
会
（
も
し
く
は
類
似
の
機
関
）（board of auditors 

（or sim
ilar body

））
又
は
法
定

監
査
役
（statutory auditors

）
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

ⅱ　

監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
、
又
は
法
定
監
査
役
は
、
本
国
の
法
令
ま
た
は
上
場
基
準
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

🄐　

取
締
役
会
（Board of directors

）
と
は
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

🄑　

取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
一
名
以
上
、
及
び
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
者
一
名
以
上
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
〔
訳
注
・

テ
ル
コ
ム
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
要
請
（
後
掲
注（
17
）参
照
）
に
基
づ
く
条
件
で
あ
ろ
う
〕。

ⅲ　

監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
、
又
は
法
定
監
査
役
は
、
当
該
発
行
者
の
経
営
者
（m

anagem
ent

）
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
て

お
ら
ず
、
外
国
民
間
発
行
者
の
執
行
役
員
（executive offi

cer

）
は
、
監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
、
又
は
法
定
監
査
役
の

メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
こ
と
。

ⅳ　

本
国
の
法
令
又
は
上
場
基
準
が
、
監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
、
又
は
法
定
監
査
役
に
つ
い
て
、
外
国
民
間
発
行
者
ま
た
は

当
該
発
行
者
の
経
営
者
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
基
準
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ⅴ　

監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
、
又
は
法
定
監
査
役
は
、
適
用
さ
れ
る
本
国
の
法
令
も
し
く
は
上
場
基
準
、
又
は
発
行
者
の
社

内
規
程
（governing docum

ents

）
に
基
づ
き
、
法
律
で
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
〔
訳
注
・
ブ
ラ
ジ
ル
証
券
取
引
委
員
会
の

意
見
（
後
掲
注（
17
）参
照
）
に
基
づ
く
限
定
で
あ
ろ
う
〕、
監
査
報
告
書
の
作
成
も
し
く
は
発
行
、
又
は
発
行
者
に
対
す
る
そ
の
他

の
監
査
（audit

）、
評
価
（review

）
も
し
く
は
証
明
役
務
（attest services

）
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
公
認
会
計
士
事
務
所
の

選
任
、
再
任
、
お
よ
び
職
務
の
監
督
（oversight

）（
法
律
で
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
計
算
書
類
に
関
し
て
経
営
者
お
よ
び
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外
部
監
査
人
が
意
見
を
異
に
す
る
と
き
の
解
決
を
含
む
。）
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
。

ⅵ　

本
条
⒝
項
⑶
号
〔
苦
情
処
理
〕、
⑷
号
〔
助
言
者
の
選
任
権
限
〕
及
び
⑸
号
〔
資
金
の
提
供
〕
で
定
め
る
監
査
委
員
会
の
要
件
は
、

法
令
の
認
め
る
範
囲
で
（to the extent perm

itted by law

）、
監
査
役
会
も
し
く
は
類
似
の
機
関
、
又
は
法
定
監
査
役
に
適
用

さ
れ
る
。

（
15
）　

二
〇
〇
五
年
の
時
点
の
状
況
に
つ
い
て
、
カ
ー
テ
ィ
ス
・
ミ
ル
ハ
ウ
プ
ト
「
制
度
改
革
と
し
て
の
『
選
択
』」
神
田
秀
樹
編
『
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
商
法
の
役
割
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
五
）
四
六
頁
。Ronald J. Gilson &

 Curtis J. 
M

ilhaupt, Choice as R
egulatory R

eform
: T

he Case of Japanese Corporate G
overnance, 5 3� A

m. J. C
o

m
p. L. 363 （2005

）.

（
16
）　

日
本
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
政
府
機
関
・
企
業
か
ら
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
提
出
お
よ
び
働
き
か
け
の
結
果
、
⒞
項
⑶
号
に
外

国
民
間
発
行
者
に
つ
い
て
例
外
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、「
米
企
業
改
革
法
三
〇
一
条
に
基
づ
く
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
案
の
公
表

―
―
日
本
企
業
へ
の
影
響
・
今
後
の
手
続
を
中
心
に
―
―
（
海
外
情
報
）」
商
事
法
務
一
六
五
三
号
七
二
―

七
三
頁
（
二
〇
〇
三
）、
太
田

洋
「
米
企
業
改
革
法
を
巡
る
最
新
動
向
及
び
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」
月
刊
監
査
役
四
七
一
号
七
―

一
八
頁
（
二
〇
〇
三
）、
松
尾
直
彦

「
米
国
企
業
会
計
改
革
法
へ
の
対
応
と
現
状
」
商
事
法
務
一
六
六
七
号
四
―

一
八
頁
（
二
〇
〇
三
）、
太
田
行
信
「
日
米
重
複
上
場
企
業
の

監
査
役
会
の
米
国
法
令
上
に
お
け
る
位
置
付
け
と
財
務
報
告
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
交
錯
」
昭
和
女
子
大
学
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
所
二
〇
一

八
年
度
紀
要
一
―

一
三
頁
（
二
〇
一
九
）
を
参
照
。

（
17
）　

ブ
ラ
ジ
ル
（
二
〇
二
二
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
候
補
国
）
の
証
券
取
引
所
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
二
〇
二
四
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
候
補

国
）
の
国
営
企
業Perusahaan Perseroan 

（Persero
） PT

 T
elekom

unikasi Indonesia T
bk

（
テ
ル
コ
ム
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）

も
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
意
見
書
を
送
付
し
て
い
る
。

　

テ
ル
コ
ム
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
同
国
の
コ
ミ
サ
リ
ス
会
設
置
会
社
で
あ
り
、
日
本
と
同
型
の
株
主
総
会
か
ら
取
締
役
会
（D

ireksi

）、

お
よ
び
監
査
役
会
に
相
当
す
る
コ
ミ
サ
リ
ス
会
（D

ew
an K

om
isaris

）
を
並
列
的
に
選
任
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
企
業
統
治
に

つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
佐
藤
百
合
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
企
業
統
治
と
企
業
法
制
改
革
」
今
泉
慎
也
＝
安
倍
誠
編
『
東
ア
ジ
ア
の
企
業
統
治

と
企
業
法
制
改
革
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
五
）
二
三
二
頁
以
下
。
前
掲
注（
1
）の
「O

ECD
 Factbook

」
で
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
は
二
層
制
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
（
一
六
四
頁
、
一
六
八
頁
）、
二
層
制
で
も
ド
イ
ツ
型
の
よ
う
な
「
垂
直
型
」
で
は
な
く
、
日
本

と
同
様
の
「
並
列
型
」
で
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
垂
直
型
」
と
「
並
列
型
」
の
相
違
に
つ
い
て
、
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前
掲
注（
6
）の
神
作
発
言
を
参
照
。

（
18
）　

江
頭
・
前
掲
注（
3
）六
一
三
頁
。

（
19
）　SEC, Standards Relating to Listed Com

pany A
udit Com

m
ittees, 17� CFR PA

RT
S 228, 229, 240, 249 and 274, 

RELEA
SE N

O
S. 33-8220; 34-47654; IC-26001; File N

o. S7-02-03, January 8, 2003, n. 160.
（
20
）　

大
隅
健
一
郎
「
伊
太
利
法
に
於
け
る
配
当
制
限
と
監
査
役
制
度
」
民
商
法
雑
誌
五
巻
四
号
二
四
五
―

二
五
一
頁
（
一
九
三
七
）、
一

九
四
二
年
の
統
一
私
法
典
の
下
に
お
け
る
「
伝
統
型
」
の
監
査
役
会
の
紹
介
と
し
て
、
山
村
忠
平
「
イ
タ
リ
ア
監
査
役
制
度
」
横
濱
大
学

論
叢
八
巻
社
会
科
学
系
列
二
号
六
八
―

七
七
頁
（
一
九
五
七
）、
山
村
忠
平
「
イ
タ
リ
ア
監
査
役
制
度
」
産
業
経
理
二
〇
巻
六
号
二
四
―

二
九
頁
（
一
九
六
〇
）、
山
村
忠
平
「
イ
タ
リ
ア
会
社
法
に
お
け
る
監
査
役
制
度
」
産
業
経
理
二
八
巻
五
号
一
五
―

一
九
頁
（
一
九
六
八
）、

中
川
美
佐
子
『
ス
ペ
イ
ン
・
イ
タ
リ
ア
の
会
計
制
度
』（
千
倉
書
房
、
一
九
九
四
）
一
五
九
頁
以
下
。
ま
た
、
二
〇
〇
三
年
の
会
社
改
革

委
任
立
法
に
つ
い
て
は
、
早
川
勝
「
イ
タ
リ
ア
会
社
法
の
現
代
化
の
試
み
」
同
志
社
法
学
五
六
巻
六
号
一
一
七
―

一
四
五
頁
（
二
〇
〇

五
）、
泉
田
栄
一
「
イ
タ
リ
ア
会
社
法
の
大
改
正
―
―
民
法
典
の
部
分
訳
（
試
訳
）
―
―
」
明
治
大
学
法
科
大
学
院
開
設
記
念
論
文
集

（
二
〇
〇
五
）
三
一
七
―

三
八
四
頁
。

（
21
）　

稲
葉
威
雄
「
監
査
役
―
―
職
務
執
行
・
構
成
（
株
式
会
社
の
機
関
に
関
す
る
改
正
試
案
の
解
説
⒀
）」
商
事
法
務
八
三
六
号
三
四
頁

（
一
九
七
九
）
で
は
、
監
査
役
会
制
度
の
導
入
の
可
否
に
関
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
株
式
会
社
の
監
査
役
に
つ
い
て
、「
日
本
の
監
査
役
よ
り

強
大
な
権
限
を
も
っ
て
い
る
が
、
取
締
役
の
選
・
解
任
権
を
有
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
取
締
役
の
上
位
機
関
で
は
な
く
、
日
本
の
監

査
役
に
近
い
。
こ
の
監
査
役
は
、
監
査
役
会
を
構
成
す
る
（
イ
タ
リ
ア
民
法
二
三
九
七
条
）」
と
指
摘
し
、
こ
れ
に
付
し
た
（
注
2
）
で

は
、「
イ
タ
リ
ア
の
監
査
役
会
は
、
三
名
ま
た
は
五
名
の
専
任
者
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
二
名
の
補
充
監
査
役
の
選
任
を
要
す
る
。

大
会
社
に
お
い
て
は
、
そ
の
う
ち
一
名
な
い
し
二
名
は
、
公
認
の
会
計
検
査
員
の
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
選
任
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
民
法
二
三
九
七
条
）。
監
査
役
会
は
会
社
の
管
理
を
監
督
し
、
法
律
お
よ
び
定
款
の
遵
守
に
つ
い
て
監
視
し
、
会
社
経
理
の

正
常
性
の
保
持
、
会
社
の
帳
簿
お
よ
び
文
書
の
結
果
と
損
益
計
算
お
よ
び
貸
借
対
照
表
と
の
一
致
、
な
ら
び
に
会
社
資
産
の
評
価
に
関
す

る
法
律
の
規
定
の
遵
守
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
四
〇
三
条
一
項
）。
監
査
役
会
は
、
少
な
く
と
も
三
月
毎
に
現
金
出
納
の
堅

実
性
お
よ
び
所
有
ま
た
は
保
管
の
有
価
証
券
お
よ
び
権
利
証
類
の
存
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
二
項
）。
監
査
役
は
、
い

つ
で
も
、
単
独
で
も
、
検
閲
お
よ
び
監
督
の
諸
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
三
項
）。
監
査
役
会
の
決
議
は
、
過
半
数
を
も
っ
て
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決
す
る
（
二
四
〇
四
条
四
項
）」
と
簡
潔
に
制
度
の
概
要
を
記
し
て
い
る
。

（
22
）　

奥
島
孝
康
「
監
査
役
会
の
法
定
と
機
関
権
限
の
再
配
分
（
日
本
私
法
学
会
商
法
部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
資
料
・
株
式
会
社
監
査
制
度
の

現
状
と
課
題
）」
商
事
法
務
一
二
九
六
号
二
三
頁
（
一
九
九
二
）
は
、「
イ
タ
リ
ア
法
の
よ
う
に
、
同
列
機
関
た
る
監
査
役
会
の
法
制
化
を

実
現
し
て
い
る
立
法
例
さ
え
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
右
の
「
同
列
機
関
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、

稲
葉
威
雄
「
大
小
会
社
区
分
立
法
に
関
す
る
諸
問
題
―
―
次
期
商
法
改
正
の
課
題
」
別
冊
商
事
法
務
七
三
号
六
五
頁
（
一
九
八
四
）
が
参

照
さ
れ
て
お
り
、
稲
葉
威
雄
「
平
成
二
六
年
会
社
法
改
正
を
考
え
る
」
法
律
時
報
八
六
巻
一
一
号
六
八
頁
（
二
〇
一
四
）
に
は
、「
監
査

役
制
度
に
つ
い
て
、
取
締
役
会
で
の
議
決
権
が
な
い
こ
と
に
よ
る
無
機
能
化
の
危
惧
、
外
国
で
理
解
を
得
る
こ
と
の
困
難
（
イ
タ
リ
ア
は

類
似
の
法
制
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
）
等
が
あ
っ
た
」
と
言
及
す
る
。

（
23
）　

昭
和
四
九
年
商
法
改
正
時
の
立
法
担
当
菅
に
よ
る
克
明
な
調
査
報
告
に
も
、
イ
タ
リ
ア
へ
の
言
及
は
な
い
。
浦
野
雄
幸
『
株
式
会
社

監
査
制
度
論
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
七
〇
）。
そ
れ
以
後
の
公
的
な
調
査
に
も
、
南
欧
諸
国
（
お
よ
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
南
米
諸

国
）
が
入
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
日
本
の
比
較
法
の
対
象
が
主
と
し
て
英
米
独
仏
で
あ
っ
た
伝
統
や
、
か
つ
て
の
経
済
規
模

の
格
差
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
法
典
編
纂
期
に
は
、
独
仏
以
外
に
も
参
照
度
＝
影
響
度
の
高

い
（
比
喩
的
に
言
え
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
一
致
度
の
高
い
）
商
事
法
制
群
―
―
イ
タ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
ハ
ン
ガ
リ

ー
―
―
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
の
上
で
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
特
に
、
会
社
法
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
ほ
か
、

イ
タ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
参
照
度
が
顕
著
に
高
い
。
佐
野
智
也
「
外
国
法
の
参
照
に
関
す
る
明
治
民
法

と
明
治
商
法
の
比
較
」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
二
七
四
号
六
四
頁
、
六
九
頁
（
二
〇
一
七
）。

（
24
）　L

u
isa B

o
set

t
i, C

o
rpo

ra
t

e go
v

ern
a

n
ce e m

erca
t

i glo
ba

li, 2010, 45, 50-52, 205-208.

　

イ
タ
リ
ア
の
大
手
経
済
新
聞
「Il Sole 24� O

re

」
の
二
〇
一
五
年
八
月
五
日
一
八
面
「
一
層
制
の
メ
リ
ッ
ト
」（I vantaggi del 

m
odello m

onistico

）
と
題
す
る
記
事
は
、
一
層
制
の
代
表
と
し
て
英
米
、
ス
ペ
イ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
一
層
制
と
二
層
制
の
選
択
制
を

と
る
国
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
二
層
制
を
と
る
国
と
し
て
中
国
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
さ
ら
に
、「
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
式
」
を
採
用
す
る
国
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
を
挙
げ
て
い
る
。

（
25
）　

二
〇
〇
三
年
一
月
一
七
日
立
法
令
第
六
号
「
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
三
日
付
法
律
第
三
六
六
号
の
実
施
に
係
る
株
式
会
社
及
び
協
同
組

合
の
抜
本
的
改
革
」（D

ecreto Legislativo 17� gennaio 2003, n. 6, Riform
a organica della disciplina delle società di 
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capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3� ottobre 2001, n. 366

）。
二
〇
〇
四
年
一
月
一
日
施
行
。

　

イ
タ
リ
ア
政
府
の
会
社
法
改
革
委
員
会
（Com

m
issione m

inisteriale di Riform
a del D

iritto Societario

）
の
委
員
長
で
あ
っ

たM
ichele V

ietti

氏
の
名
で
呼
ば
れ
る
。
本
人
に
よ
る
立
法
解
説
と
し
てM

ich
ele V

iet
t

i, N
u

o
v

e so
ciet

à per u
n n

u
o

v
o 

m
erca

t
o. L

a rifo
rm

a d
elle so

ciet
à co

m
m

ercia
li, 2003, 35-43.　

ヴ
ィ
エ
ッ
テ
ィ
改
革
一
〇
年
お
よ
び
二
〇
年
の
節
目
の
編
著
と

し
て
、M

ich
ele V

iet
t

i 

（ed.

）, L
e so

ciet
à co

m
m

ercia
li: o

rga
n

izza
zio

n
e, respo

n
sa

bilit
à e co

n
t

ro
lli, 2014; M

ich
ele 

V
iet

t
i （ed.

） L
e so

ciet
à d

i ca
pit

a
li a v

en
t’a

n
n

i d
a

lla rifo
rm

a V
iet

t
i, 2023.

　

改
革
の
大
要
に
つ
い
て
、
イ
オ
リ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
「
イ
タ
リ
ア
会
社
法
の
改
革
」
国
際
商
事
法
務
三
〇
巻
一
〇
号
一
三
四
三
―

一

三
四
六
頁
（
二
〇
〇
二
）
を
参
照
。

（
26
）　

以
下
の
イ
タ
リ
ア
の
企
業
統
治
の
選
択
肢
の
概
観
は
、P

et
er K

in
d

ler, It
a

lien
isch

es H
a

n
d

els- u
n

d W
irt

sch
a

ft
srech

t 

（2nd ed. 2014

）, 275-282
に
依
拠
し
、
イ
タ
リ
ア
語
成
文
お
よ
び
注
記
引
用
の
文
献
の
参
照
に
よ
っ
て
正
確
を
期
し
た
。

（
27
）　Guido A

. Ferrarini, Corporate G
overnance Changes in the 20th Century: A

 V
iew

 from
 Italy, in co

rpo
ra

t
e 

go
v

ern
a

n
ce in co

n
t

ex
t: co

rpo
ra

t
io

n
s, st

a
t

es, a
n

d m
a

rk
et

s in eu
ro

pe, ja
pa

n, a
n

d t
h

e u
s at 31, 34� 

（K
laus J. H

opt, 
Eddy W

ym
eersch, H

ideki K
anda &

 H
arald Baum

 eds., 2005

）
は
、
一
八
八
二
年
の
旧
商
法
上
の
株
式
会
社
法
の
特
色
と
し
て
、

「
株
主
や
債
権
者
に
代
わ
っ
て
会
社
の
経
営
と
会
計
を
監
視
す
る
監
査
役
会
の
導
入
（
英
国
法
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
）
と
、
そ
の
見
合
い

と
し
て
行
政
監
督
制
度
の
廃
止
」
を
指
摘
す
る
。
イ
タ
リ
ア
旧
商
法
と
日
本
の
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
の
監
査
役
会
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
、

高
田
・
前
掲
注（
4
）二
五
三
―

二
六
二
頁
を
参
照
。

（
28
）　

イ
タ
リ
ア
で
は
一
九
四
二
年
に
民
商
法
統
一
法
典
で
あ
る
民
法
典
（Codice Civile

）
を
編
纂
し
て
以
来
、
会
社
法
の
規
定
は
民
法

典
「
第
五
編　
労
働
」「
第
五
章　
会
社
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
第
五
節
が
株
式
会
社
（Società per azioni

）
二
三
二
五
条
以
下
）。

高
田
晴
仁
『
商
法
の
源
流
と
解
釈
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
一
）
六
四
頁
。

（
29
）　

会
社
法
改
革
か
ら
二
〇
年
を
経
た
二
〇
二
四
年
の
時
点
で
、「
伝
統
型
」
は
、
ユ
ー
ロ
ネ
ク
ス
ト
・
ミ
ラ
ノ
（Euronext M

ilan: 
EX

M

）
上
場
企
業
一
九
六
社
の
う
ち
一
八
五
社
（
九
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
お
り
、
次
い
で
一
層
制
が
一
〇

社
（
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）、
二
層
制
は
一
社
の
み
（
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
時
価
総
額
ベ
ー
ス
で
は
、「
伝
統

型
」
は
七
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
層
制
は
二
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
や
や
差
が
縮
ま
る
。
イ
タ
リ
ア
の
「
伝
統
型
」
が
一
八
八
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二
年
の
商
法
典
以
来
、
長
年
に
わ
た
り
社
会
に
定
着
し
て
お
り
、
家
族
経
営
の
多
い
イ
タ
リ
ア
企
業
の
支
配
株
主
が
一
層
制
・
二
層
制
に

比
べ
て
株
主
総
会
の
権
限
の
大
き
い
「
伝
統
型
」
を
選
好
す
る
こ
と
が
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
上
場
企
業
の
う
ち
中
小
規
模

の
企
業
（
時
価
総
額
一
〇
億
ユ
ー
ロ
未
満
）
で
は
、
一
層
制
が
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。CO

N
SO

B, 2024 R
epo

rt o
n co

rpo
ra

t
e 

go
v

ern
a

n
ce o

f It
a

lia
n list

ed co
m

pa
n

ies （2025

）, 36, 46.

（
30
）　

イ
タ
リ
ア
民
法
典
二
三
八
〇
条
の
二
第
三
項
は
、「
会
社
の
管
理
が
複
数
の
自
然
人
に
委
任
さ
れ
る
と
き
は
、
取
締
役
会
を
構
成
す

る
」
と
定
め
て
お
り
、
日
本
法
の
よ
う
に
「
取
締
役
が
複
数
選
任
さ
れ
て
い
る
が
、
取
締
役
会
を
設
置
し
な
い
株
式
会
社
」
は
存
在
し
な

い
。
む
し
ろ
日
本
法
が
執
行
部
の
全
員
一
致
に
よ
る
共
同
執
行
・
共
同
代
表
の
原
則
を
と
ら
ず
、
多
数
決
に
よ
る
執
行
・
各
自
代
表
と
い

う
特
殊
な
制
度
を
第
二
次
大
戦
以
前
の
株
式
会
社
お
よ
び
有
限
会
社
を
通
じ
て
保
存
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

（
31
）　

金
融
統
一
法
一
四
八
条
一
項
の
二
は
、
会
社
の
定
款
で
、
女
性
の
比
率
が
監
査
役
会
の
常
勤
者
の
五
分
の
二
以
上
を
占
め
る
こ
と
を

定
め
る
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
条
二
項
で
は
、
株
主
総
会
で
の
監
査
役
の
選
任
の
二
五
日
前
ま
で
に
、
多
数
派
株
主
と
少
数
派
株
主
（
資
本
の
四
〇
分
の
一

以
下
等
）
か
ら
提
出
さ
れ
た
候
補
者
名
簿
に
投
票
す
る
イ
タ
リ
ア
独
自
の
少
数
株
主
保
護
の
制
度
で
あ
る
「
名
簿
投
票
制
（voto di 

lista

）」
に
も
と
づ
い
て
、
一
名
の
正
監
査
役
は
、
得
票
数
で
二
位
以
下
と
な
っ
た
少
数
派
株
主
の
名
簿
か
ら
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
し
て
い
る
（
取
締
役
選
任
の
規
定
（
一
四
七
条
の
三
）
を
準
用
）。

　

さ
ら
に
、
同
条
二
項
の
二
で
は
、
監
査
役
会
の
議
長
は
、
少
数
株
主
が
選
出
し
た
正
監
査
役
か
ら
株
主
総
会
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
も

の
と
し
て
い
る
。

（
32
）　F

ra
n

cesco G
a

lga
n

o &
 R

icca
rd

o G
en

gh
in

i, T
ra

t
t

a
t

o d
i d

irit
t

o co
m

m
ercia

le e d
i d

irit
t

o pu
bblico d

ell’eco
n

o
m

ia, 
V

ol. 29 � T
om

o1 

（3rd ed. 2003

） 292.

な
お
、F

ra
n

cesco G
a

lga
n

o, Il d
irit

t
o co

m
m

ercia
le in 25� lezio

n
i, 2007, 240

で
「
監

査
役
会
の
活
動
（servizi

）
の
受
益
者
は
、
す
く
な
く
と
も
業
務
執
行
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
少
数
株
主
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
（
前
掲
注（
31
）を
参
照
）。

（
33
）　

日
本
法
が
子
会
社
に
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
親
会
社
の
監
査
役
へ
の
報
告
ま
た
は
調
査
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対

し
て
（
会
三
八
一
条
四
項
）、
イ
タ
リ
ア
法
で
は
、
監
査
役
の
補
助
者
（
外
部
者
お
よ
び
従
業
員
で
、
執
行
部
と
利
害
関
係
の
な
い
独
立

性
の
あ
る
者
に
限
ら
れ
る
）
に
よ
る
機
密
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
た
め
に
、
監
査
役
の
補
助
者
の
調
査
を
拒
否
で
き
る
の
に
と
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ど
ま
る
（
民
二
四
〇
三
条
の
二
第
三
項
・
四
項
）。
監
査
役
自
身
は
、
固
有
に
秘
密
保
持
義
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
（
民
二
四
〇
七
条
一

項
）（
な
お
、
イ
タ
リ
ア
の
上
場
会
社
に
つ
い
て
は
、
金
融
統
一
法
一
五
一
条
）。

（
34
）　

監
査
役
の
臨
時
株
主
総
会
招
集
権
限
は
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
以
来
の
監
査
役
の
基
本
的
な
権
限
で
あ
っ
た
が
（
明
治
二
三
年
旧
商
法

一
九
二
条
三
号
、
明
治
三
二
年
商
法
一
八
二
条
）、
日
本
で
は
昭
和
二
五
年
商
法
改
正
で
削
除
さ
れ
（
同
改
正
前
二
三
五
条
二
項
「
臨
時

総
会
ハ
監
査
役
モ
亦
之
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
総
会
ニ
於
テ
ハ
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調
査
セ
シ
ム
ル
為
特
ニ
検
査
役
ヲ
選

任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
を
削
除
）、
昭
和
四
九
年
商
法
改
正
に
よ
り
監
査
役
の
業
務
監
査
権
が
復
活
し
た
際
も
、
再
立
法
化
は
行
わ
れ
な
か

っ
た
。

（
35
）　K

in
d

ler, supra note 26, at 279

は
、
破
毀
院
判
例
（Cass., 7� m

aggio 1993, n. 5263, Foro it. 1994,1, 130

）
は
、
改
正
前

の
民
法
二
四
〇
七
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
監
査
役
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
業
務
執
行
上
の
形
式
的
な
会
計
の
監
視
に
限
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
経
営
上
の
妥
当
性
（K

aufm
ännische Zw

eckm
äßigkeit

）
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
釈
し
た
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
イ
タ
リ
ア
の

伝
統
的
見
解
は
、
監
査
役
会
の
職
務
を
取
締
役
会
の
業
務
執
行
の
適
法
性
・
定
款
適
合
性
の
監
視
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実

質
的
な
適
法
性
の
監
視
は
、
取
締
役
の
経
営
判
断
に
関
す
る
実
質
的
な
監
査
に
は
決
し
て
な
り
え
な
い
と
し
て
、
右
の
よ
う
に
評
価
さ
れ

る
破
毀
院
判
決
に
批
判
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。A

n
gelo B

ert
o

lo
t

t
i, S

o
ciet

à per a
zio

n
i, C

o
llegio sin

d
a

ca
le, R

ev
iso

ri, 
D

en
u

n
zia a

l t
ribu

n
a

le, 2015, 290.

　

な
お
、「
イ
タ
リ
ア
と
日
本
で
は
、
旧
態
依
然
と
し
た
監
査
役
会
が
残
っ
て
お
り
、
一
層
制
で
取
締
役
会
内
部
に
置
か
れ
る
監
査
委
員

会
に
類
似
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
権
限
が
限
定
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
の
も
、
業
務
執
行
の
適
法
性
・
定
款
適
合
性
の
監
視
に

限
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。John A

rm
our, Luca Enriques, H

enry H
ansm

ann &
 Reinier K

raakm
an, T

he Basic 
G

overnance Structure: T
he Interests of Shareholders as a C

lass in T
h

e A
n

a
t

o
m

y o
f C

o
r

po
r

a
t

e L
a

w
: A

 
C

o
m

pa
ra

t
iv

e a
n

d F
u

n
ct

io
n

a
l A

ppro
a

ch （Reinier K
raakm

an et al. ed. 3rd ed. 2017

） 50.

し
か
し
、
事
柄
の
本
質
は
、
機
関

権
限
の
強
弱
と
い
う
よ
り
も
、
株
主
総
会
を
中
心
と
し
て
執
行
部
と
監
査
部
を
並
列
的
に
設
置
す
る
イ
タ
リ
ア
や
日
本
の
伝
統
型
の
評
価

に
あ
り
、
こ
れ
を
歴
史
の
残
滓
と
言
い
切
れ
る
の
か
に
あ
る
。

（
36
）　

民
法
二
四
〇
七
条
二
項
（
二
〇
二
五
年
三
月
一
四
日
法
律
第
三
五
号
に
よ
る
改
正
後
）　

悪
意
を
も
っ
て
行
動
し
た
場
合
を
除
き
、

監
査
役
会
が
第
二
四
〇
九
条
の
二
第
二
項
に
基
づ
き
法
定
監
査
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
職
務
に
違
反
し
た
監
査
役
は
、
会
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社
、
株
主
、
債
権
者
お
よ
び
第
三
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
の
年
間
報
酬
額
に
次
の
倍
数
を
乗
じ
た

額
の
範
囲
内
で
責
任
を
負
う
。

　

年
間
報
酬
額
が
一
万
ユ
ー
ロ
以
下
の
場
合　

一
五
倍

　

年
間
報
酬
額
が
一
万
ユ
ー
ロ
以
上
、
五
万
ユ
ー
ロ
未
満
の
場
合　

一
二
倍

　

年
間
報
酬
額
が
五
万
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
場
合　

一
〇
倍

（
37
）　

二
層
制
の
監
査
役
会
（consiglio di sorveglianza

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
六
六
年
会
社
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
二
層
制
の
監
査

役
会
（conseil de surveillance;

ド
イ
ツ
のA

ufsichtsrat

の
仏
訳
）
を
イ
タ
リ
ア
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
38
）　Galgano

は
、
二
〇
四
九
条
の
一
三
第
一
項
ｃ
号
が
、
監
査
役
会
の
義
務
に
係
る
二
四
〇
三
条
一
項
（
監
査
役
会
は
、
法
律
お
よ
び

定
款
の
遵
守
、
適
正
な
経
営
原
則
の
遵
守
、
特
に
会
社
が
採
用
し
た
組
織
、
経
営
、
会
計
の
体
制
の
妥
当
性
お
よ
び
そ
の
具
体
的
な
運
用

に
つ
い
て
監
視
す
る
（vigilare
））
を
準
用
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、「
監
視
す
る
」
と
い
う
文
言
は
、
二
層
制
で
は
「
評
価
す
る

（valutare

）」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
。Francesco Galgano, D

ie italienische R
eform

 der 
K

apitalgesellschaften, in D
ie R

efo
rm d

es it
a

lien
isch

en G
esellsch

a
ft

srech
t

s 

（Peter H
ilpold, Christoph Perathoner, 

&
 W

alter Steinm
air eds., 2006

） at 35, 41.

（
39
）　V

iet
t

i, N
u

o
v

e so
ciet

à per u
n n

u
o

v
o m

erca
t

o, supra note 25, at 37.

（
40
）　Id. at 38.

（
41
）　

一
九
八
六
年
九
月
二
日
の
立
法
令
第
二
六
二
号
（D

ecreto-Lei n
o 262/86 de 02� de 02� de Setem

bro

）。
二
〇
〇
六
年
改
正
は
、

同
年
三
月
二
九
日
の
立
法
令
第
七
六
号
の
Ａ
（D

ecreto-Lei n
o 76-A

/2006, de 29� de m
arço

）
に
よ
る
。

（
42
）　

前
掲
注（
41
）二
〇
〇
六
年
三
月
二
九
日
立
法
令
第
七
六
Ａ
号
の
前
文
。

（
43
）　M

a
ria E

lisa
bet

e G
o

m
es R

a
m

o
s, D

ireit
o d

a
s S

o
cied

a
d

es, 2023, 320.

（
44
）　Id, at 308.

（
45
）　

定
款
の
定
め
に
よ
り
、
取
締
役
会
（conselho de adm

inistração
）
が
一
人
以
上
の
取
締
役
（adm

inistradores

）
ま
た
は
業

務
執
行
委
員
会
（com

issão executiva

）
に
会
社
の
日
常
的
な
経
営
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
四
〇
七

条
三
項
・
四
項
）。
法
文
上
の
「
そ
の
他
の
取
締
役
（outros adm

inistradores

）」
が
非
業
務
執
行
取
締
役
と
な
る
。
右
の
定
款
の
定
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め
が
な
い
場
合
、
す
べ
て
の
取
締
役
は
業
務
執
行
取
締
役
と
な
る
（
四
〇
七
条
一
項
）。
な
お
、
資
本
金
が
二
〇
万
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い

会
社
で
は
、
取
締
役
は
一
人
で
よ
い
（
三
九
〇
条
二
項
）。
法
人
取
締
役
も
認
め
ら
れ
る
（
同
条
四
項
）。

（
46
）　

ポ
ル
ト
ガ
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
協
会
（Instituto Português de Corporate Governance

）
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
二
〇
二
〇
年
版
）（Código de Governo das Sociedades

：CGS

）
の
用
語
集
で
は
、「
経
営
機
関
」

（órgão de adm
inistração

）
の
項
目
に
、
古
典
型
（m

odelo clássico

）、
英
米
型
（m

odelo anglo-saxónico

）、
ド
イ
ツ
型

（m
odelo germ

ânico

）
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
二
三
年
版
で
は
、
用
語
集
は
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
し
て
削
除
さ
れ

た
。

（
47
）　

取
締
役
の
選
任
方
法
の
特
則
と
し
て
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
⑴
取
締
役
の
員
数
の
三
分
の
一
未
満
に
つ
い
て
、
株
主
資
本
の
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
を
保
有
す
る
株
主
の
代
表
が
提
出
す
る
候
補
者
名
簿
か
ら
選
出
す
る
制
度
（
三
九
二
条
第
一

項
か
ら
五
項
）、
お
よ
び
、
⑵
株
主
資
本
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
保
有
す
る
株
主
が
多
数
決
に
よ
る
選
任
決
議
に
反
対
し
た
と
き
は
、

最
低
一
人
の
取
締
役
を
指
名
す
る
権
利
を
付
与
す
る
制
度
（
同
条
六
項
・
七
項
）
が
あ
り
、
上
場
会
社
は
⑴
ま
た
は
⑵
の
い
ず
れ
か
を
定

款
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
懈
怠
し
た
と
き
は
⑵
が
強
制
的
に
適
用
さ
れ
る
（
同
条
八
項
）。
な
お
、
後
述
の
「
ド
イ
ツ
型
」

の
総
監
督
役
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
四
三
五
条
三
項
）。

（
48
）　Paulo Câm

ara, O
 governo das sociedades ea reform

a do Código das Sociedades Com
erciais, in C

ó
d

igo d
a

s 
S

o
cied

a
d

es C
o

m
ercia

is e G
o

v
ern

o d
a

s so
cied

a
d

es at 9, 71� （Paulo Câm
ara et al. eds., 2008

）.

（
49
）　
「
単
純
ラ
テ
ン
型
」（m

odelo latino sim
ple

）
と
も
呼
ば
れ
る
。R

u
i P

o
lo

n
ia, D

ireit
o d

a
s S

o
cied

a
d

es C
o

m
ercia

is 

（3rd 
ed. 2025

）, 361.

（
50
）　
「
複
雑
ラ
テ
ン
型
」（m

odelo latino com
plexo

）
と
も
い
う
。Id.

（
51
）　

通
常
の
「
ラ
テ
ン
型
」
の
監
査
役
会
に
係
る
規
定
は
、
複
数
の
メ
ン
バ
ー
を
前
提
と
し
な
い
限
り
、
単
独
の
監
査
役
に
準
用
さ
れ
る

（
四
二
三
条
の
Ａ
）。

（
52
）　

取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会
の
メ
ン
バ
ー
を
選
出
し
た
株
主
総
会
で
、
三
か
月
前
か
ら
株
式
資
本
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
株
式

を
保
有
す
る
株
主
が
可
決
さ
れ
た
議
案
に
反
対
し
た
と
き
は
、
そ
の
株
主
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
総
会
の
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
正

監
査
役
お
よ
び
補
欠
監
査
役
を
各
一
名
追
加
し
て
任
命
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
一
八
条
一
項
）。
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（
53
）　M

a
ria E

lisa
bet

e R
a

m
o

s, supra note 43, at 323.
（
54
）　

親
会
社
な
ど
に
完
全
に
支
配
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
強
化
ラ
テ
ン
型
」
を
二
年
連
続
で
採
用
し
て
い
る
会
社
で
あ
っ
て
、
貸
借
対
照
表

の
総
額
二
千
万
ユ
ー
ロ
、
純
売
上
高
四
千
万
ユ
ー
ロ
、
当
該
期
間
中
の
平
均
従
業
員
数
二
五
〇
人
の
う
ち
、
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
会
社

（
四
一
三
条
ａ
号
）。

（
55
）　M

a
ria E

lisa
bet

e R
a

m
o

s, supra note 43, at 324.

（
56
）　

注
意
義
務
お
よ
び
忠
実
義
務
（
六
四
条
）、
会
社
に
対
す
る
責
任
（
七
二
条
、
七
三
条
）、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
（
七
八
条
、
七
九

条
）、
監
査
機
関
の
メ
ン
バ
ー
の
責
任
（
八
一
条
）。

（
57
）　

ド
イ
ツ
型
二
層
制
の
「
監
査
役
会
」（A

ufsichtsrat

）
に
相
当
す
る
。
も
っ
と
も
、「
監
査
役
会
」
と
い
う
名
称
は
ド
イ
ツ
の
沿
革

か
ら
来
て
お
り
、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
藤
田
・
前
掲
注（
5
）参
照
。

（
58
）　

ド
イ
ツ
株
式
法
で
は
、
取
締
役
（V

orstand

）
の
選
任
権
は
、
定
款
に
よ
る
株
主
総
会
の
留
保
を
認
め
ず
監
査
役
会
に
専
属
す
る

（
八
四
条
一
項
一
文
）。
解
任
権
は
監
査
役
会
の
み
な
ら
ず
、
株
主
総
会
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
）。
取
締
役
と
監
査
役
会
員

は
兼
任
を
禁
止
さ
れ
る
（
一
〇
五
条
一
項
）。

（
59
）　

前
掲
注（
47
）参
照
。

（
60
）　M

a
ria E

lisa
bet

e R
a

m
o

s, supra note 43, at 327.

（
61
）　

江
頭
・
前
掲
注（
3
）六
一
四
頁
。

（
62
）　

神
田
秀
樹
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
経
緯
と
願
い
」
商
事
法
務
二
三
九
九
号
一
六
―

一
七
頁
（
二
〇
二
五
）。

（
63
）　

江
頭
・
前
掲
注（
3
）六
一
四
頁
。

（
64
）　

江
頭
・
前
掲
注（
3
）五
四
七
頁
。

（
65
）　

宮
島
司
「
監
査
機
構
」
倉
澤
康
一
郎
＝
奥
島
孝
康
編
・
岩
崎
稜
先
生
追
悼
論
文
集
『
昭
和
商
法
学
史
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
）

四
〇
〇
頁
。

（
66
）　

明
治
二
六
年
旧
商
法
改
正
施
行
法
一
九
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

「
監
査
役
ノ
職
分
ハ
左
ノ
如
シ

第
一　

取
締
役
ノ
業
務
施
行
カ
法
律
、
命
令
、
定
款
及
ヒ
総
会
ノ
決
議
ニ
適
合
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
監
視
ス
ル
コ
ト
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第
二　

計
算
書
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
事
業
報
告
書
、
利
息
又
ハ
配
当
金
ノ
分
配
案
ヲ
検
査
シ
此
事
ニ
関
シ
株
主
総
会
ニ
報

告
ヲ
為
ス
コ
ト

第
三　

会
社
ノ
為
メ
ニ
必
要
又
ハ
有
益
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
」

（
67
）　

旧
商
法
一
九
二
条
一
号
の
業
務
監
視
権
限
が
削
除
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
高
田
・
前
掲（
4
）四
七
八
―

四
八
二
頁
参
照
。

（
68
）　

企
業
サ
イ
ド
か
ら
の
「
監
査
」
業
務
な
い
し
権
限
の
わ
か
り
に
く
さ
に
つ
い
て
、
高
田
晴
仁
「
質
疑
応
答
集　
監
査
役
の
原
点
―
―

監
査
役
等
の
監
査
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
」
月
刊
監
査
役
七
五
七
号
一
二
―

三
〇
頁
（
二
〇
二
三
）
の
質
疑
応
答
を
参

照
。

（
69
）　

最
判
昭
和
六
二
年
四
月
二
一
日
資
料
版
商
事
法
務
三
八
号
九
八
頁
は
、
原
審
（
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
六
月
二
六
日
判
時
一
二
〇
〇

号
一
五
四
頁
）
に
よ
る
「
実
質
的
に
見
る
と
、
監
査
役
に
就
任
す
る
直
前
ま
で
そ
の
会
社
の
取
締
役
で
あ
っ
た
者
は
、
会
社
の
最
近
の
実

情
に
通
じ
て
い
る
た
め
、
か
え
っ
て
外
部
か
ら
監
査
役
に
選
任
さ
れ
た
者
よ
り
も
有
効
な
監
査
が
で
き
る
長
所
を
も
つ
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
」
と
い
う
一
節
を
含
む
判
示
を
そ
の
ま
ま
是
認
し
た
。

（
70
）　
「
一
部
の
国
で
は
、
会
社
は
「
監
査
役
会
」（
例
え
ば
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
日
本
）
を
設
置
し
、
ま
た
は
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
、
経
営
上
の
判
断
で
は
な
く
、
そ
の
適
法
性
の
み
を
審
査
す
る
役
割
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、〔
ド
イ
ツ
の
〕
監
査
役

会
の
痕
跡
的
な
形
態
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
モ
デ
ル
の
起
源
は
ド
イ
ツ
の
監
査
役
会
と
同
じ
く
一
九
世
紀
後
半
に
遡

る
。
当
時
、
イ
タ
リ
ア
や
日
本
な
ど
の
国
々
は
、
ド
イ
ツ
の
一
八
七
〇
年
改
正
法
の
監
査
役
会
に
関
す
る
「
よ
り
柔
軟
な
」〔
取
締
役
の

選
任
権
限
を
、
監
査
役
会
で
は
な
く
、
株
主
総
会
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
〕
規
則
の
採
用
を
検
討
し
た
だ
け
で
な
く
、
一
層
制
を
採
用

す
る
国
々
（
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
法
や
イ
ギ
リ
ス
法
）
に
お
け
る
監
査
役
制
度
と
の
融
合
も
図
っ
た
の
で
あ
る
。」M

artin Gelter &
 

M
athias Siem

s, Letting Com
panies Choose Betw

een Board M
odels: A

n E
m

pirical A
nalysis of Country V

ariations, 43� 
U

. P
a. J. In

t’l L. 137, 143-144

（2021

）.

イ
タ
リ
ア
の
監
査
役
会
の
沿
革
に
つ
い
て
、
高
田
・
前
掲
注（
4
）二
五
三
―

二
六
二
頁
、
ま

た
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
監
査
役
会
の
沿
革
に
つ
き
、
同
書
二
七
九
―

二
八
二
頁
。

（
71
）　

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
モ
デ
ル
を
可
能
に
す
る
企
業
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
岩
原
紳
作
『
商
事
法
論
集
Ⅰ　

会
社
法
論
集
』（
商
事

法
務
、
二
〇
一
六
）
七
〇
―

七
一
頁
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
二
層
制
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
高
田
・
前
掲
注（
4
）一
〇
五
―

一
二
八
頁
。




